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計画改訂の趣旨
我が国においては、今後、南海トラフ沿いでの大規模な地震や首都直下地震、火山

の噴火等による大規模な自然災害の発生が懸念されているところである。国は、こうし

た大規模な自然災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経

済を保護する取組を推進するため、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実

現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「国土強靱化基本

法」という。）を公布・施行した。

令和3年に「府中町国土強靭化地域計画」を策定し、災害に強いまちづくりを進め

てきました。このたび、計画期間の満了を迎えることから、計画期間中に改定された国

及び県の計画と整合を図りつつ、当町が抱える災害リスクと脆弱性を改めて評価し、

強靱化の取組を一層推進することを目的として、「府中町国土強靭化地域計画」を改

訂するものです。
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第一章

計画改訂の
趣旨・位置づけ

府中町国土強靭化地域計画

CHO1

計
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改
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旨
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置
づ
け

1

計画策定の位置づけ
本計画は、国の基本計画及び広島県の地域計画との調和を図りつつ、当町の町政の基本

方針である「府中町第5次総合計画」とも整合を図りながら策定する。

また、「府中町地域防災計画」や各種部門計画における強靱化に関する施策を、総合的か

つ計画的に推進するための指針として位置付けるものである。
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府中町国土強靭化地域計画

強靭化の目標
国土強靭化地域計画は、国土強靭化基本法第14条に基づき、国の基本計

画と調和を保つ必要があることから、府中町国土強靭化地域計画の目標に

ついては、国の指針に従い、国の基本計画における目標に即して次のとおり設

定する。

1-4

人命の保護が最大限図られること

町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される
こと

町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

迅速な復旧・復興

（１）基本目標

大規模自然災害発生後における適切な対応のための防災・減災の取組方針と

して、「基本目標」を次のとおり設定する。

1

2

3

4

あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健
康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限
防ぐ

必要不可欠な行政機能を確保する

経済活動を機能不全に陥らせない

情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交
通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧
させる

地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件
を整備する

（２）事前に備えるべき目標

大規模自然災害で想定されるリスク（2-2.想定する自然災害を参照）に対し、

「基本目標」の達成に必要な「事前に備えるべき目標」を次のとおり設定する。

1

2

3

4

5

6

計画期間
本計画が対象とする期間は、令和8年度（2026年度）から令和12年度

（2030年度）までの5年間とする。

1-3



府中町の概況
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第二章

当町の実情
CHO2

当
町
の
実
情

府中町国土強靭化地域計画3

（１）地理的・自然的条件

当町は広島県の南西部、広島市の中心部の（約4㎞）東にある。北端は広島市

東区馬木町から南端は同南区東青崎町と東端は広島市安芸区畑賀町から西端

は同東区矢賀新町に接し、町域は北東から南西方面に細長く伸びており、最長

5.75㎞、最大幅2.75㎞、その面積は10.41㎢で広島県の面積（8,479.61㎢）

の約0.12％を占めている。

ア.位置

 

図2-1.1 位置図
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土地は全般的に南西に傾き、山岳部分は町域の約43％で、東半分を呉娑々宇

山地が連なり、北から南に徐々に海抜高度を下げ、平野は南部に開けている。

町の北部から東部にかけて、標高592mを最高に200m内外の丘陵地帯が連な

り、昭和30年代以降その丘陵地も団地開発が進み、その数20数カ所におよび急

激な変容をなしている。

イ.地勢

当町の山地は、中国山地の分岐で、古世代または中世代の水成層が北西より南

西に押し出され、大気流水の作用で浸食された土地が流動して新生土を構成して

いる。山地、丘陵は大部分が花崗岩であるが極めて粗弱のため、風化作用による

侵食層が著しく、樹木はこの侵食地に族生しているが、侵食層が浅いため、配根が

浅く水分の貯留度が少ない。

ウ.地質

分類項目配色

山地斜面等

崖
変
形
地

地すべり（滑落崖）

地すべり（移動体）

更新世段丘台
地
・
段
丘

完新世段丘

台地・段丘

山麓堆積地形

扇状地低
地
の
微
高
地

自然堤防

砂州・砂堆・砂丘

天井川・天井川沿いの微高地

凹地・浅い谷

谷底平野・氾濫平野低
地
の
一
般
面

海岸平野・三角州

後背低地

旧河道

高水敷・低水敷・浜頻
水
地 湿地

河川・水涯線及び水面水
部 旧水部

農耕平坦化地

人
工
地
形

切土地

高い盛土地

盛土地・埋立地

干拓地

改変工事中の区域

地形分類図凡例

人工平坦地（切り盛り造成地）：宅地等

人工平坦地（切り盛り造成地）：農地等

改変工事中の区域

盛土地

埋立地

干拓地

切土地

人工水面

砂利採取跡地

旧谷線

山地斜面等

火山地斜面等

麓屑面及び崖錐

土石流堆積地

岩石台地（更新世段丘）

岩石台地（完新世段丘）

砂礫台地（更新世段丘）

砂礫台地（完新世段丘）

ローム台地（更新世段丘）

緩扇状地

扇状地

谷底低地

氾濫原低地

自然堤防

旧河道

湿地

三角州・海岸低地

砂州・砂堆（礫州・礫堆）

天井川及び天井川沿いの微高地

現水部

旧水部

崖

凹地・浅い谷

0m等高線

図2-1.2 地勢図

図2-1.3 地質図
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（２）人口推計

「国立社会保障・人口問題研究所」の推計では、当町の総人口は、51,155人

（2020年国勢調査）から、2050年に44,514人に減少すると予想される。

当町では、このような状況を見据え、「府中町人口ビジョン」を策定しており、この

中では、「子育て世代が居住を選択するまち」に向けた施策を展開し、出生率の回

復及び子育て世代の転入促進・転出抑制を図ることにより、2060年においても5万

人規模の人口水準の維持を目指すこととしている。

令和6年公表：51,155 

44,514 

平成30年公表：51,117 

①46,500 

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

令和6年時 ①：平成30年社人研推移
②：平成30年社人研推移を補正 ③：目指すべき出生率回復ベース
④：出生率回復に加え転出超過を抑制

(人)

当町が管理するインフラ資産は、橋梁が50橋、道路が720路線（総延長117㎞）、

下水道管が延長126.7㎞ある。

国が老朽化の目安としている建設後の経過年数（約50年）と照らし合わせると、

橋梁については、架設後50年以上経過しているものが全体の約42%を占めている。

下水道管については、設置後50年以上経過している管渠は存在しないが、道路陥

没リスクが高まる30年を経過した管渠が28％となっている。道路については、舗装

路面のひび割れにより補修を要する区間が全体の約12％となっている。

今後も経過年数による劣化が進行することから、定期的なインフラ資産の点検・

改修が必要となる。

ア. インフラ資産の現状

（3）公共施設
図2-1.4 将来人口

当町のハコモノ資産（建物）は、町有建築物が47施設（棟数103棟）あり、「維持

保全計画（建築物）」において施設ごとの対応計画が策定されている。また、雨漏り

状態や外壁のひび割れなど劣化が著しく改修が必要な建築物（劣化度d+及び

d++）が約4割となっており、今後も経過年数による劣化が進行することから、各建

築物に応じた定期的な点検・改修が必要となる。

イ. ハコモノ資産の現状

延長
（m）

MCI ひび割れ率（%） わだち割れ量（mm）

～3 3～4 4～5 5～ 0～10 10～20 20～30 30～40 40～ 0～10 10～20 20～30 30～40 40～

延長 96,339 12,762 18,495 23,771 41,311 34,448 25,802 15,271 8,952 11,866 72,526 17,705 4,151 1,357 600

割合 - 13.2% 19.2% 24.7% 42.9% 35.8% 26.8% 15.9% 9.3% 12.3% 75.3% 18.4% 4.3% 1.4% 0.6%

表2-1.1 舗装路面の劣化の状況

当町のハコモノ資産（建物）は、町有建築物が47施設（棟数103棟）あり、「維

持保全計画（建築物）」において施設ごとの対応計画が策定されている。また、同

計画において当町独自の耐用年数、建築物評価を行っており、その中で、雨漏り状

態や外壁のひび割れなど劣化が著しく改修が必要な建築物（劣化度d+及び

d++）が約4割となっており、今後も経過年数による劣化が進行することから、各建

築物に応じた定期的な点検・改修が必要となる。



想定する自然災害

2-2

（１）想定する災害リスク

本計画において想定する災害は、当町の地理的・自然的条件、都市構造の特性、

過去において発生した災害の態様を勘案し、下表の大規模自然災害とする。

風水害（台風・豪雨など） 地 震

ア 土砂災害（がけ崩れ・土石流） ア 揺れによる建物の倒壊

イ 河川氾濫による浸水（洪水） イ 液状化

ウ 高潮による浸水 ウ 津波による浸水

エ ため池等の決壊 エ 地震による火災

表2-2.1 想定する災害リスク

本計画は、大きな被害が想定される台風や豪雨等による風水害や南海トラフ巨

大地震等について、次項より被害想定を行う。なお、地震を始め、台風や豪雨等は

自然現象であり、想定を超える被害が発生する可能性がある。

年月日 災害の概要 摘要

平
成
元
年

7月12日～13日
大雨 林道一部路肩崩壊

道路一部損壊、床下浸水(17戸)

災害復旧工事9,026千円

総降雨量99.0㎜、１時間最大雨量24.5㎜

11月8日
大雨 床下浸水(117戸)

床上浸水(1戸)
降雨量70.5㎜、１時間最大雨量27.0㎜

平
成
２
年

8月22日 大雨 床下浸水（2戸） 総降雨量87.5㎜、１時間最大雨量29.0㎜

6月13日～14日 大雨 床下浸水（18戸） 総降雨量92.0㎜、１時間最大雨量34.0㎜

7月4日～5日 大雨 床下浸水（2戸） 総降雨量150.0㎜、１時間最大雨量31.0㎜

平成
３年

9月27日
台風(19号)、床下浸水(15戸)

公共施設損傷、負傷者(3人)

最大瞬間風速58.9ｍ/ｓ、総雨量4.5㎜

※強風及び高潮による被害

平成
５年

9月2日～4日 台風(13号)
災害(警戒)本部設置、総降雨量78.0㎜

避難所開設(避難者26名)、災害復旧工事13件

平
成
16
年

9月7日

台風(18号)

強風 半壊(4件)、一部損壊(162件)

公共施設損傷

災害対策本部設置

自主避難(2世帯5人)

最大瞬間風速60.2ｍ/ｓ、総雨量39.0㎜

9月29日
台風(21号)

負傷者(1人)、一部損壊(1件)
災害(警戒)本部設置、総雨量56.0㎜

10月29日 台風(23号)、土砂崩れ(1箇所) 災害(警戒)本部設置、総雨量59.0㎜

平
成
30
年

7月6日～7日・10日

平成30年7月豪雨

公共施設損傷

土砂災害(27箇所)、浸水害(榎川越

水)

住家等被害(135件)、

企業・店舗等の被害(6件)

災害（非常）本部設置

総雨量431.0㎜、１時間最大雨量65.0㎜

避難者累計(2,258人)

表2-2.2 府中町に甚大な被害をもたらした水災害（平成での発生状況）
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（2）風水害に関する被害想定

当町における土砂災害については土砂災害防止法に基づき、土砂災害特別警

戒区域・土砂災害警戒区域が指定されている。

表-2-2.４に町内の箇所数を、図-2-2.1に分布図を示す。

ア. 土砂災害による被害

年月日 地震名
マグニ

チュード
被害の概要

平成11年7月6日
広島県

南東部
4.5

負傷者１（震度4）

物的被害なし（広島県調べ）

平成12年10月6日
鳥取県

西部地震
7.3

震源近傍では震度6弱～6強となり、鳥取県を中心に負傷

者182名、住家は全壊435棟、半壊3,101棟、一部損壊

18,544棟等の被害。また、延べ17,402戸が停電し、各

地で断水などの被害（内閣府（2003））

広島県では強いところで震度4となり県内で住家6棟が一

部破損した（広島県調べ）

平成13年3月24日 芸予地震 6.7

広島県で強いところで震度6弱となり、死者1名、重軽傷者

193名、住家の被害は、全壊65棟、半壊688棟、一部損壊

36,545棟の被害が発生した。（広島県調べ）

平成18年6月12日 伊予灘 4.7
負傷者4（重傷1、軽傷3）、住家一部損壊2棟（広島県調

べ）

平成23年11月21日
広島県

北部
5.4 負傷者2（震度5弱）（広島県調べ）

平成26年3月14日 伊予灘 6.2 負傷者1（震度5弱）、住家一部損壊32棟、非住家6棟

表2-2.３ 府中町に甚大な被害をもたらした地震災害（平成での発生状況）

区分 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊 57箇所 51箇所

土石流 25箇所 21箇所

地すべり 0箇所 0箇所

計 82箇所 72箇所

表2-2.４ 土砂災害警戒区域等の指定区域数

府中町国土強靭化地域計画7
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凡 例

府中町域

役場

鉄道

高速道路

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

図2-2.1 土砂災害

当町に位置している府中大川、猿猴川、榎川、八幡川の4河川について、水防法

第14条に基づき指定された浸水想定区域図を図２-2.２に示す。

イ. 河川氾濫による浸水

対象河川 公表機関 指定河川 浸水面積（ha）

府中大川 広島県 水位周知河川 147,248

猿猴川 広島県 水位周知河川 130,784

榎川 府中町 中小河川 ―

八幡川 府中町 中小河川 ―

表2-2.５ 対象河川の状況

8府中町国土強靭化地域計画
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伊勢湾台風（895hPa）と同じ規模の台風（中心気圧910hPa）が、ルース台風

の経路と概ね同じコースで襲来し、満潮と重なった場合、高潮による浸水が想定さ

れている。

ウ. 高潮による浸水

図2-2.2 洪水による浸水想定

凡 例

府中町域

役場

鉄道

高速道路

【河川氾濫による浸水】 （単位：m）

20.0～

10.0～20.0

5.0～10.0

3.0～5.0

1.0～3.0

0.5～1.0

0.3～0.5

～0.3

凡 例

府中町域

役場

鉄道

高速道路

【高潮による浸水】 （単位：m）

10.0～20.0

5.0～10.0

3.0～5.0

1.0～3.0

0.5～1.0

0.3～0.5

～0.3

図2-2.３ 高潮による浸水想定
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凡 例

府中町域

鉄道

高速道路

【浸水想定区域】

5.0m以上～

3.0m～5.0m未満

2.0m～3.0m未満

1.0m～2.0m未満

0.5m～1.0m未満

0.2m～0.5m未満

0.2m未満

想定する自然災害

2-2

図2-2.４ ため池等の決壊による浸水想定

ため池等の貯水施設が満水状態の時に大地震を受け、堤防が瞬時に決壊した

場合の浸水範囲が想定されている。町内の未使用ため池等については、埋め立て

や廃止を進めており、現在、決壊のおそれのある施設は4箇所である。

エ. ため池等の決壊

（３）地震に関する被害想定

広島県の「地震被害想定調査報告書（令和7年10月）」では、表2-2.６に示す

地震が想定されている。本計画では、当町において、建築物に影響を及ぼす“震度

6弱以上”となる「南海トラフ巨大地震」、「安芸灘～伊予灘～豊後水道」、「五日市

断層」、「己斐-広島西縁断層帯」、「安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯）」、

「どこでも起こりうる直下の地震（以下「府中町直下地震」という）」を対象として

地震被害を整理する。対象地震の震源位置図を図２-2.５に、当町における人的・

物的被害の想定例として、「南海トラフ巨大地震」、「府中町直下地震」等の地震

被害想定を表2-2.７、表2-2.８に示す。
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図2-2.５ 震源位置図

表2-2.６ 想定される地震の規模と発生確率

想定地震
地震規模 地震発生確率

気象庁マグニチュード 30年以内

1）南海トラフ巨大地震 9.0 60～90％程度以上

2）安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震 6.7～7.4 40％程度

3）中央構造線断層帯（讃岐山脈南縁西部区間）による地震
8.0程度もしくは

それ以上
ほぼ0.～0.4%

4）中央構造線断層帯（石鎚山脈北縁区間）による地震 7.3程度 0.02%以下

5）中央構造線断層帯（石鎚山脈北縁西部区間）による地震 7.5程度 ほぼ0.～12％

6）中央構造線断層帯（伊予灘区間）による地震
8.0程度もしくは

それ以上
ほぼ0%

7）中央構造線断層帯（4連動）による地震
8.0程度もしくは

それ以上
不明

8）岩国－五日市断層帯（己斐断層区間）による地震 7.1程度 不明

9）岩国－五日市断層帯（五日市断層区間）による地震 7.2程度 不明

10)岩国－五日市断層帯（岩国断層区間）による地震 7.6程度 0.03～2％

11)岩国－五日市断層帯（3 連動）による地震 7.9～8.0% 不明

12)安芸灘断層群 7.2程度 0.1%～10％

13)広島湾－岩国沖断層帯 7.5程度 不明

14)長者ヶ原断層－芳井断層 7.3程度 不明

15)筒賀断層 7.8程度 不明

何処でも起こりうる市町直下の地震

（23市町役場直下に震源を配置）
6.9 －

出典：広島県地震被害想定調査報告書（令和7年10月）
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表2-2.７ 16ケースの地震被害想定（1/2）

12府中町国土強靭化地域計画

出典：広島県地震被害想定調査報告書（令和7年10月）
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表2-2.８ 16ケースの地震被害想定(2/2)

府中町国土強靭化地域計画13

出典：広島県地震被害想定調査報告書（令和7年10月）
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図2-2.６ 震度分布図（左：南海トラフ地震、右：府中町直下型地震）

広島県の「地震被害想定調査報告書（令和7年10月）」による地震別の震度分

布図を図２-2.6に示す。なお、建築物に影響を及ぼす「震度6弱以上」となる面積

割合は南海トラフ巨大地震で約6％、府中町直下地震で約100％を占めている。

南海トラフ地震と府中町直下地震を起因とする、揺れ、液状化、土砂災害、火災

を原因とする全壊棟数、半壊棟数の結果を図２-2.7、図２-2.8に示す。

ア. 地震による建物の倒壊
表2-2.７ 最高津波水位と到達時間

地震名

最高津波水位（※）
最大波到達時間

（分）

浸水面積【ha】

（深水深1cm）

浸水面積【ha】

（深水深30cm）うち津波の高さ

南海トラフ巨大地震 1.
7.4% 6.1%

※最高水位（T.P.）：東京湾の平均海面を基準として、津波の高さに最高潮位の影響を加味した水位
※最大波到達時間よりも前に、第一波の津波が到達する場合がある

地震名
府中町の液状化危険度と面積割合(％)

かなり低い 低い 高い
かなり
高い

極めて
高い

南海トラフ巨大地震 58.0％ 2.8％ 0.5％ 38.3％ 0.0％

安芸灘～伊予灘～豊後水道 58.0％ 0.0％ 3.3％ 3.2％ 35.5％

五日市断層 58.0％ 0.0％ 3.3％ 20.4％ 18.3％

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 58.0％ 0.0％ 3.3％ 19.1％ 19.6％

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 58.0％ 0.0％ 3.3％ 36.0％ 2.6％

府中町直下地震 58.0％ 0.0％ 3.3％ 0.0％ 38.7％

凡 例

府中町域

府中町役場

鉄道

高速道路

【震度分布図】

震度6強

震度6弱

震度5強

震度5弱

図2-2.7 建物倒壊全壊（左：南海トラフ地震、右：府中町直下型地震）

図2-2.8 建物倒壊半壊（左：南海トラフ地震、右：府中町直下型地震）
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図2-2.10 液状化危険度（府中町直下型地震）

図2-2.9 液状化危険度（南海トラフ地震）

凡 例

府中町域

府中町役場

鉄道

高速道路

【液状化危険度】

30＜PL 極めて高い

15＜PL≦30 かなり高い

5＜PL≦15 高い

0＜PL≦5 低い

PL＝0 かなり低い

凡 例

府中町域

府中町役場

鉄道

高速道路

【液状化危険度】

30＜PL 極めて高い

15＜PL≦30 かなり高い

5＜PL≦15 高い

0＜PL≦5 低い

PL＝0 かなり低い

広島県の「地震被害想定調査報告書（令和7年10月）」による地震別の液状化

危険度を表２-2.9、図２-2.9、図2-2.10に示す。なお、当町の市街地では液状化

発生率が比較的高く、建築物に影響を及ぼす“かなり高い（PL＞15）”指標以上

の面積は、南海トラフ地震では45.3％、府中町直下型地震では64.2%を占めて

いる。

イ. 液状化

地震名
府中町の液状化危険度と面積割合(％)

かなり低い 低い 高い かなり高い 極めて高い

南海トラフ巨大地震 0.0％ 0.0％ 18.9％ 45.3％ 0.0％

府中町直下地震 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.2％ 64.0％

表2-2.9 液状化危険度

府中町国土強靭化地域計画15
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図2-2.11 津波による浸水想定

南海トラフ巨大地震により想定される津波は、表2-2.10に示すとおりである。広

島県では津波による浸水想定区域を基に、警戒避難体制を特に整備すべき区域

として「津波防災地域づくりに関する法律（第53条）」に基づく「津波災害警戒区

域」を指定している。当町における津波による浸水想定を図2-2.11に示す。

当町においては、大須地区および向洋駅周辺地区が該当している。

ウ. 津波による浸水

表2-2.10 最高津波水位と到達時間、浸水面積

最高津波水位※１

最大波到達時間 津波影響開始時間※２
内、津波の高さ

3.6ｍ 1.5ｍ 4時間6分 37分

凡 例

府中町域

役場

鉄道

高速道路

【津波による浸水】 （単位：m）

5.0～10.0

3.0～5.0

1.0～3.0

0.5～1.0

0.3～0.5

～0.3

地震名

最高津波水位（※）
最大波到達時間

（分）

浸水面積【ha】

（深水深1cm）

浸水面積【ha】

（深水深30cm）うち津波の高さ

南海トラフ巨大地震 3.6 1.４ 242
77

（町域全域の7.4%）
64

（町域全域の6.1%）

※最高水位（T.P.）：東京湾の平均海面を基準として、津波の高さに最高潮位の影響を加味した水位
※最大波到達時間よりも前に、第一波の津波が到達する場合がある

大規模地震発生時には同時多発火災が想定され、建築物の倒壊による道路閉

塞、消防の機能障害などにより、大規模な火災となる恐れがある。しかし、甚大な被

害が想定されている南海トラフ巨大地震及び府中町直下地震は、当町の出火件

数は0件であり、地震による火災は比較的発生しにくいといえる。表２-2.11に各地

震における火災被害による建物被害を示す。

エ. 地震による火災

表2-2.11 火災による建物被害

地震名 出火件数 残出火件数 焼失棟数

南海トラフ巨大地震 0 1 11

安芸灘～伊予灘～豊後水道 0 0 0

五日市断層 0 10 21

己斐-広島西縁断層帯 1 1 21

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 0 0 0

府中町直下地震 0 1 21

※広島県地震被害想定調査報告書より抜粋
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府中町における近年の
主な防災・減災の取組

2-3CHO2
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実
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（１）庁内体制の整備

当町では「府中町地域防災計画」を基本に、「府中町国民保護計画」、「府中町

業務継続計画」、「府中町備蓄計画」などを定め、災害時に迅速かつ円滑に対応

できるよう、庁内の防災体制を構築している。

表2-３.1 町民に対する取組み

（２）町民への啓発・活動の助成

町民に対しては、平常時・非常時それぞれの状況でハード・ソフトにかかる支援を

行っている。各状況での町民に対する取組みを表２-３.１に示す。また、支援につい

ては府中町ホームページで公開し利用促進を図っている。

平常時 非常時

ハード ソフト ハード ソフト

⚫ 急傾斜地の対策工事

⚫ 危険ブロック塀の除却・

フェンス等への建替え等

⚫ 木造住宅の耐震改修・

建替・除却工事費用補

助制度の拡充

⚫ 防災備蓄倉庫の設置

⚫ 防災出前講座による防

災知識の普及・啓発

⚫ 防災訓練等の開催支援

⚫ 防災あきふちゅうの発行

⚫ 防 災 体 験 学 習 「 防 災

キャンプ」の実施

⚫ 災害時の協力井戸の登

録

⚫ 崩壊した急傾斜地の対

策工事

⚫ 道路啓開の実施

⚫ 土砂・瓦礫等の撤去

⚫ 被災した河川護岸等の

復旧工事

⚫ 無線、メール、テレフォン

サービスによる避難情

報等の発信

⚫ 避難行動要支援者の避

難支援

前項までに整理した“府中町で起こり得る災害”に対し、町政とし

てどのような取組を実施しているか、現状を整理した。

当町では、自主防災組織化・消防団訓練・応急手当講習・避難

所ライフライン訓練・備蓄倉庫整備等、平時からの減災投資と訓練

を継続的に実施している。

府中町国土強靭化地域計画17
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図2-3.1 講座・訓練支援等の様子

  

救命処置研修 避難所ライフライン確保訓練 

  

土のう作成する職員 備蓄倉庫の整備 

  

防災体験学習「防災キャンプ」 防災出前講座 

  

初期消火器具取り扱い訓練 検索救助救護訓練 

 出典：府中町ホームページ

18府中町国土強靭化地域計画



起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）
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第三章

リスクシナリオと
施策分野の設定
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事前に備えるべき目標を達成するため、仮に起きれば当町に致

命的な影響が生じると考えられる「起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）」を想定し、その事態を回避するために必要な施

策の検討を行う。

国の基本計画において設定された大規模自然災害発生時にお

ける35項目のリスクシナリオを参考に、広島県強靱化地域計画や

当町の実情を踏まえ、当町におけるリスクシナリオを25項目設定し

た。設定したリスクシナリオについて、当町における「事前に備える

べき目標」ごとに整理したものを表3-1.1、表3-1.2に示す。



2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル
ギー供給の停止

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対
的不足

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、
エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

2-6 自然災害と疫病・感染症等との複合災害の発生

2-7 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康
状態の悪化・死者の発生

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における
大規模火炎による多数の死傷者の発生

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の
発生

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

事前に
備える目標

救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、
被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する
ことにより、関連死を最大限防ぐ

O2

事前に
備える目標

あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐO1

3-1 町職員・施設等の被災及び各種情報の減失等による機能の大幅な低
下

事前に
備える目標

必要不可欠な行政機能を確保するO3

表3-1.1 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

building national resilience 2O25

20府中町国土強靭化地域計画

CHO3

リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
と
施
策
分
野
の
設
定



4-1 サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等による社会経済活
動の低下

4-2 有害物質の大規模拡散・流出による土地の荒廃

4-3 食料等の安定供給の停滞

4-4 農地・森林等の被害による土地の荒廃

事前に
備える目標

経済活動を機能不全に陥らせないO4

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できな
い事態

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石
油・LPガスのサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止

5-3 上水道等の長期間にわたる供給停止

5-4 基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわたる機能
停止

事前に
備える目標

情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給
関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にと
どめるとともに、早期に復旧させる

O5

表3-1.2 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

6-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる
事態

6-2 復興を支える人材等の不足や基幹インフラの損壊、より良い復興に向
けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態

6-3 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等により
復興が大幅に遅れる事態

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興
が大幅に遅れる事態

6-5 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による
町内経済等への甚大な影響

事前に
備える目標

地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復
興できる条件を整備する

O6

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
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施策分野の設定
当町の強靱化に向けた取組を推進していくための施策分野については、

国の基本計画における施策分野を参考とし、次のとおり個別施策分野及

び横断的分野を設定する。

3-2

（１）個別施策分野

個別施策分野の項目は国が定める12項目を参考に9項目を設定する。

NO. 施策分野（国の基本計画） 府中町が定める項目

1 行政機能／警察・消防等／防災教育等 行政機能／消防／防災教育等

2 住宅・都市 住宅・都市

3 保健医療・福祉 保健医療・福祉

4 エネルギー ―

5 金融 ―

6 情報通信 情報通信

7 産業構造 産業構造

8 交通・物流 交通・物流

9 農林水産 ―

10 国土保全 土地保全

11 環境 環境

12 土地利用（国土利用） 土地利用

表3-2.1 個別施策分野表

（2）横断的分野

個別施策分野に加え、部門横断的な取組などを横断的分野として設定する。横断的

分野の項目は国が定める6項目を参考に5項目を設定する。

NO. 横断的分野（国の基本計画） 府中町が定める項目

1 リスクコミュニケーション リスクコミュニケーション

2 人材育成 人材育成

3 官民連携 官民連携

4 老朽化対策 老朽化対策

5 研究開発 ―

6 デジタル活用 デジタル活用

表3-2.2 横断的分野表
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脆弱性の評価とリスクへの対応方策
リスクシナリオを回避する上で必要となる今後の施策を明らかにするた

め、設定したリスクシナリオごとに脆弱性を評価し、リスクへの対応方策と

して、推進すべき施策の方針を整理する。

また、強靭化を効率化、効果的に進めるにあたって、施策に対する評価

指標を設定する。

4-1

第四章

脆弱性の評価と
リスクへの対応方策

施策分野 施策に関係する部門

個
別
施
策
分
野

行 行政機能／消防／防災教育等 危 危機管理監

住 住宅・都市 情 情報通信 総 総務企画部

交 交通・物流 環 環境 財 財務部

保 保健医療・福祉 土 土地保全 町 町民生活部

産 産業構造 土 土地利用 福 福祉保健部

横
断
的
分
野

リ リスクコミュニケーション 建 建設部

人 人材育成 老 老朽化対策 教 府中町教育委員会

官 官民連携 デ デジタル活用 消 府中町消防本部

表4-1.1 施策分野と関係部門の整理表

保

利

（1）脆弱性の評価と施策の整理

前章で整理したリスクシナリオに対する脆弱性を評価し、当町における脆弱性評価、

推進すべき施策の方針、施策を推進する関係部門等を整理した。以降より一覧表で

示す。

CHO4

脆
弱
性
の
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価
と
リ
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ク
へ
の
対
応
方
策

府中町国土強靭化地域計画23



あらゆる自然災害に対し、
直接死を最大限防ぐ

O1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町におい
ても、震度5強～6強の地震が発生する可能性がある
ことから、耐震化を進める必要がある。

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は
100%（令和3年1月時点）であり、今後は継続的に
維持保全を行っていく必要がある。また、住宅の耐震
化を促進していく必要がある。

大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が
発生するおそれがある大規模建築物や、早期の救助・復
旧活動に関係する広域緊急輸送道路沿道建築物及び
防災拠点建築物について、耐震化を促進する。
土地区画整理事業等を実施することで、脆弱な都市基
盤の解消及び老朽化した建築物の更新を促進する。

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街
地における大規模火災による多数の死傷者の発生

脆弱性の評価

施策
分野

関係
部門 建

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

公共施設の老朽化が進行していることから、安全性
を確保するためにも「事後保全型」管理から「予防
保全型」管理へ転換することが望ましいが、現状では
事後保全の改修の積み残し解消から取組む必要が
ある。
老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく
中、今後、重大な事故や致命的な損傷等が発生する
リスクが飛躍的に高まるなど、社会インフラの安全性
や機能の低下が懸念されている。
老朽化した公共土木施設の割合が増大し、今後、集
中的に更新時期を迎える中、維持更新費の増大や
担い手不足が懸念されている。
大規模災害の多発や技術者の不足が顕在化する中
で、施設の機能を適切に維持するためには、AI/IoT
などのデジタル技術の活用や管理者の枠を超えた
連携が必要である。
大規模災害時に適切に対処するためには、あらゆる
事態を想定した平素からの各種訓練の継続、民間団
体や関係機関との連携強化、災害用装備資機材の
充実など、危機管理体制の維持・強化が必要である。

いかなる大規模地震及びこれに伴う津波が発生した
場合にも、人命を最大限守り、社会経済を機能不全
に陥らせないため、自助・共助・公助の考えをもとに、
広島県、府中町、関係団体がそれぞれの役割と責務
を果たし、事前防災の取組を着実に推進する必要が
ある。
住宅・建築物の耐震化のほか、既存建築物の総合的
な安全対策を講じる必要がある。

人口・世帯数の減少や高齢化の進行など、構造的な
問題から今後も増加していくものと考えられる管理が
不十分な老朽空き家について、災害時の倒壊等によ
る危害を防ぐため、除却や適正管理等の対策が必要
である。

公共施設の中長期的な管理計画を作成し、計画的な維
持管理を行っている。また、定期的な点検を行い、不具合
個所の早期発見に努めるなど、適切な維持管理を推進
する。

老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく中、
個々の施設を適切に修繕するため、個別施設計画を作
成し、優先度に基づく計画的な修繕を実施している。
また、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減
や事業費の平準化を図り、公共土木施設の計画的な維
持管理に向けた取組を推進する。

当町の災害時の対処能力の向上を図るため、民間団体
や関係機関等と連携した訓練も含め、初動対応や防災・
危機管理に関する訓練を継続的に推進する。
また、災害対応・復旧活動のための資機材を整備すると
ともに、資機材使用訓練を始めとする各種訓練を計画的
に実施して、対処能力の向上を促進する。
令和7年10月に発表された「広島県地震被害想定」を
踏まえ、「府中町地域防災計画」を見直し、広島県、関係
団体と一体となった対策を推進する。

既存建築物の総合的な安全対策として、ブロック塀等の
安全対策、屋外広告物等の落下防止対策、大規模空間
を持つ建築物の天井の崩落対策、エレベーターの閉じ
込め防止対策及び家具の転倒防止等の取組を広島県
と連携を図りながら推進する。
管理が不十分な老朽空き家について、災害時の倒壊等
による危害を防ぐため、広島県と連携して、所有者に対
する除却や適正管理の啓発など、空き家対策を推進す
る。

住宅・建築物等の耐震化

既存建築物等の総合的な安全対策

保 福

住

1
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分野別
計画等

・府中町耐震改修促進計画
・府中町住宅マスタープラン

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・公共施設等総合管理計画 ・維持保全計画（建築物）
・府中町地域防災計画 ・府中町道路舗装修繕計画書
・橋梁長寿命化修繕計画 ・府中町耐震改修促進計画

住 建老 人 総

財

危

消行 官

脆弱性評価・推進すべき施策の方針については、
P37-48につきまして、更新作業中です。

他市事例、各都道府県独自の施策・事業事例集を参考に記載した箇所です。
内容の確認お願いします。
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評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

1
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

地域の重要な防災力である消防団（非常備消防）
の団員が減少している。また、自主防災組織等との
連携も少ないことから、消防団の充実強化及び地域
の防災機関・団体との連携強化を図ることが必要で
ある。
大規模災害時には、警察・消防等による「公助」の不
足が過去の例からも想定されることから、地域防災
力の充実強化に向けた、自主防災組織の組織体制
の強化と活動の活発化に取組む必要がある。
地域住民の関心や協力を引き出し、地域防災の推
進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取組む必
要がある。
自主防災組織が大雨災害時等に組織的に活動を行
うためには、平素から非常時の役割分担や活動を開
始するタイミング等を定めた体制作りが必要である。

消防団については、団員を確保するため、積極的に入団
促進を実施している。また、消防学校における教育訓練
や消防署との連携訓練等により災害対応能力の向上を
促進する。

自主防災組織については、町は、具体的な実施計画を
作成し、リーダー養成のための講習会等の開催、情報伝
達訓練、避難訓練等の防災訓練の実施指導を推進する。
また、自主防災組織の組織体制の強化と活動の活性化
を促進する。

耐震診断・改修を担う人材育成及び技術力の向上

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

過去の地震において、家具等の移動・転倒が多くの
人的被害を招いていることを踏まえ、引き続き家具固
定率の向上を図る必要がある。

過去の地震において、家具等の移動・転倒が多くの人的
被害を招いたことを踏まえ、府中町ホームページ等によ
り、家具の転倒防止策の必要性を周知するほか、防災教
室、出前講座、防災イベント等を通じて、家具の転倒防止
策の必要性を実感・体感できる機会を提供し、家具固定
の促進を図る。

家具固定の促進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南海トラフ巨
大地震等により緊急輸送道路においても通行止め
が発生するなど、災害時の復旧活動に支障を来す懸
念がある。

大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起きた際に、電
柱等が倒壊により、道路が寸断し、災害時の救援活
動の妨げになる可能性がある。
雨水の流出抑制や市街地における自然環境の保全
の観点から、公園や緑地を適切に配置する必要があ
る。
地震・火災などの災害時に、防災拠点や避難地とな
る公園・広場などの適正な配置及び整備を行う必要
がある。
地域住民が円滑に避難できるように避難路を確保す
る必要がある。

災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連
携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応
能力向上に資する多重型道路ネットワークの形成などを
推進する。
大規模災害発生時においては、緊急輸送道路ネットワー
クの確保等、各道路管理者と連携しながら対応を推進
する。
町内の幹線道路について、都市計画道路の整備や歩道
改良など、災害時に町内外への人・物資の移動が円滑
に行える道路ネットワークの構築を推進する。
緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する道路に
おいて、地域の実情に応じた多様な手法も活用した無電
柱化等の対策を推進する。
当町における公園・緑地・広場の整備は市街地に適地
が不足していることから、河川空間の有効活用や、市街
地の再整備により、公園・広場等の整備を推進する。

町内には狭あいな道路が多数存在しており、災害時に
は道路閉塞の多発が懸念されることから、道路現況や
地域の実情に応じた、道路拡幅や新規道路の整備等を
推進する。
地域住民の円滑な避難を促進するため、歩道改良など
により、避難路の安全性確保を推進する。

都市公園の整備等による市街地での防災機能の確保

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・都市計画マスタープラン

行 官リ 消 危

行 リ人 消 危

建交住



府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

当町では台風などの高潮や津波は河川遡上により
発生することから、河川に対する対策が必要である。

南海トラフ巨大地震による被害想定において、津波
による死者数が37名予測されていることから、河川
護岸の耐震対策が必要である。

当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測される
ことから、県との連携を図りながら河川護岸整備を推進
している。また、「総合防災マップ」を作成し、浸水想定区
域内の住民への危険周知を推進する。
決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ
巨大地震など大規模地震による津波への減災対策とし
て、広島県に対し河川改修等の早期実施を推進する。

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

脆弱性の評価

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門

住

scenario

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

津波・浸水、高潮対策施設の整備

保 福

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・都市計画マスタープラン

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

地域の重要な防災力である消防団（非常備消防）
の団員が減少している。また、自主防災組織等との
連携も少ないことから、消防団の充実強化及び地域
の防災機関・団体との連携強化を図ることが必要で
ある。
大規模災害時には、警察・消防等による「公助」の不
足が過去の例からも想定されることから、地域防災
力の充実強化に向けた、自主防災組織の組織体制
の強化と活動の活発化に取組む必要がある。
地域住民の関心や協力を引き出し、地域防災の推
進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取組む必
要がある。
自主防災組織が大雨災害時等に組織的に活動を行
うためには、平素から非常時の役割分担や活動を開
始するタイミング等を定めた体制作りが必要である。

消防団については、団員を確保するため、積極的に入団
促進を実施している。また、消防学校における教育訓練
や消防署との連携訓練等により災害対応能力の向上を
図っている。

自主防災組織については、町は、具体的な実施計画を
作成し、リーダー養成のための講習会等の開催、情報伝
達訓練、避難訓練等の防災訓練の実施指導を実施して
いる。
また、自主防災組織の組織体制の強化と活動の活性化
を実施している。

耐震診断・改修を担う人材育成及び技術力の向上

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

建 町 危土
保 リ

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

近年の災害の頻発化・甚大化、大規模地震の発生
の懸念に加え、土地の安全性に対する要請が高まっ
ている。
こうした状況を踏まえ、災害に対する地域ごとの特性
を踏まえた適正な土地利用を基本としつつ、被災時
の被害の最小化を図る「減災」の考え方を取り入れ、
土地の安全性を総合的に高めていく必要がある。

市街地内の災害リスクの高い土地において、土地利
用規制が十分に機能していない。

広範囲に及ぶ水災害などのハザードエリアにおいて
は、ハード・ソフト対策が一体となった総合的な防災・
減災対策を講じる必要がある。

土地の安全性に対する要請の高まりを踏まえ、広島県土
地利用基本計画（令和7年3月改定）に基づき、土地本
来の災害リスクを 踏まえた賢い県土利用・管理などに
関する施策を推進する。

災害防止、自然環境保全及び景観の観点から市街地開
発を許容する地域を設定し、無秩序な市街地拡大を防
止するとともに、町民の生命、身体及び財産を保護する
ための防災工事や、住民の避難誘導体制の整備などに
より、ハード・ソフトが一体となった総合的な防災・減災対
策を図るなどの取組を広島県と連携して推進する。

水害リスクを適切に評価した上で河川改修や下水道施
設整備を進めるとともに、ハザードマップを活用した避難
体制の確立など、広島県や関係機関と連携し、ハード・ソ
フト対策が一体となった総合的な防災・減災対策を推進
する。

その他

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―建土
利
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

自主防災組織自らが連絡手段や連絡網を整備して
いない地域がある。
町内会や自主防災組織への参加率が低いなど、地
域の繋がりが希薄になっており、災害時に助け合うこ
とが難しくなっている。

（再掲）いかなる大規模地震及びこれに伴う津波が
発生した場合にも、人命を最大限守り、社会経済を
機能不全に陥らせないため、自助・共助・公助の考え
をもとに、広島県、府中町、関係団体がそれぞれの役
割と責務を果たし、事前防災の取組を着実に推進す
る必要がある。

津波被害が生じるおそれのある地域については、高
台等を避難場所として確保することや津波避難ビル
等の指定を促進する必要がある。

地域における情報伝達のための連絡網の整備に加え、
避難行動においてはお互いに避難を呼びかけるなどの
体制の構築に向け、自主防災組織等の取組を支援する。

令和7年10月に発表された「広島県地震被害想定」を
踏まえ、「府中町地域防災計画」を見直し、広島県、関係
団体と一体となった対策を推進する。

低地における浸水からの避難に備え、所有者などの協
力を得ながら「浸水時緊急退避協力施設」の指定を推
進する。

円滑な津波避難体制整備の促進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画危行 リ
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策
などとして、河川整備を推進しているものの、家屋等
が浸水する恐れがある。また、土地区画整理事業等
を実施することで、脆弱な都市基盤の解消及び老朽
化した建築物の更新を促進している。

（再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡上
により発生することから、河川に対する対策が必要で
ある。
（再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定において、
津波による死者数が37名予測されていることから、
河川護岸の耐震対策が必要である。

大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策など
として、優先度や緊急性の高い箇所を明確にした上で、
広島県に対し河川改修等の早期実施を推進する。

（再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予
測されることから、県との連携を図りながら河川護岸整
備を推進している。また、「総合防災マップ」を作成し、浸
水想定区域内の住民への危険の周知を推進する。
（再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南
海トラフ巨大地震など大規模地震による津波への減災
対策として、広島県に対し河川改修等の早期実施を推
進する。

1-3
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数
の死傷者の発生

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門

scenario

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

洪水、高潮対策施設の整備

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・都市計画マスタープラン土
保住 リ 建 危町

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

近年の災害では、要配慮者が犠牲になるケースが目
立つため、要配慮者に対する避難支援体制の整備
等を行う必要がある。

要配慮者に対する避難支援体制の整備に向け、避難行
動要支援者名簿及び個別計画の策定を推進する。
社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確保等のため、
関係団体との連携を推進する。

個別避難計画作成等への支援

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町第３次障害者計画
・府中町高齢者福祉計画
・第８期介護保険事業計画

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

町民の地震・津波への防災・減災意識が高まってい
ることから、今後も、わかりやすい「災害・避難情報の
発信」について改良に取組む必要がある。

町民自らが、地震・津波への防災・減災に必要な情報を
より的確に取得できるよう、必要に応じて「災害・避難情
報の発信手法」の改善を図る。

災害リスク情報の提供の充実

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―リ 危

福保
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

市街地の浸水災害による被害を軽減するため、下水
道による浸水対策を進めるとともに、災害時の下水
処理の機能停止による被害を軽減するため、下水道
施設の防災対策を進める必要がある。

内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確に伝達す
る必要がある。

当町が管理する下水道施設において、雨水ポンプ場（府
中ポンプ場）機械・電気設備改築達成率は70%であり、
災害時においても、現在の機能を維持するために、施設
の長寿命化や耐震化を促進する。

内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確に伝達し、適
切な避難行動を促すために必要となる内水浸水想定区
域図及び内水ハザードマップの作成を推進する。

下水道施設の防災・減災対策

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・下水道ストックマネジメント計画住 町



住

保 福

1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、大規模
地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に対する要
請が高まっている。

（再掲）災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適
正な土地利用を基本としつつ、被災時の被害の最小
化を図る「減災」の考え方等も踏まえ、土地の安全性
を総合的に高めていく必要がある。

（再掲）土地の安全性に対する要請が高まっていること
を踏まえながら、広島県土地利用基本計画（令和7年3
月改定）に基づき、土地本来の災害リスクを 踏まえた賢
い県土利用・管理などに関する施策を推進する。

その他

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―町土
利

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、大規模
地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に対する要
請が高まっている。
災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な土地
利用を基本としつつ、被災時の被害の最小化を図る
「減災」の考え方等も踏まえ、土地の安全性を総合
的に高めていく必要がある。

災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物の処理が
速やかに行えるよう、広島県と連携する必要がある。
平成30年3月に策定した「府中町災害廃棄物処理
計画」の実行性を高めるため、適宜点検と必要な見
直しを行い、広島県や関係団体等との災害時におけ
る連携体制を強化する必要がある。

土地の安全性に対する要請が高まっていることを踏まえ
ながら、広島県土地利用基本計画（令和7年3月改定）
に基づき、土地本来の災害リスクを 踏まえた賢い県土利
用・管理などに関する施策を実施している。

広島県や関係団体等が開催する研修・机上訓練を通じ
て、災害時における災害廃棄物処理の体制の整備を
図っている。
平成 30 年 7 月豪雨に伴い発生した災害廃棄物処理
の経験を踏まえ、災害廃棄物の処理をさらに迅速かつ
適正に進めるため、適宜「府中町災害廃棄物処理計
画」等の必要な見直しを行うとともに、広島県や関係団
体との協力体制の構築を推進している。

環

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

老朽化し危険度が高いため池の補修・改修を図ると
ともに、ため池耐震診断を実施し、耐震性が低いた
め池について、管理監視体制の強化、二次被害防止
等の対策が必要である。

老朽ため池の補修・改修・廃止（埋立）、ため池決壊を
想定した下流域に対する災害リスクの周知を推進すると
ともに、耐震性の低いため池の防災対策に努める。

農業用ため池、水利施設の老朽化対策

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）町民の地震・津波への防災・減災意識が高
まっていることから、今後も、わかりやすい「災害・避
難情報の発信」について改良に取組む必要がある。

地域の防災力向上を図るため、危険箇所や避難場
所等の防災情報の周知を図る必要がある。

（再掲）町民自らが、地震・津波への防災・減災に必要
な情報をより多く取得できるよう、必要に応じて「災害・
避難情報の発信手法」の改善を図る。

町民が洪水・高潮における危険箇所等を知り、災害時の
円滑かつ迅速な避難を行えるよう、洪水・高潮に関する
防災情報を提供する「総合防災マップ」を全戸配布する
とともに、広島県の「洪水ポータルひろしま」及び「高潮・
津波災害ポータルひろしま」の普及拡大を推進する。

災害リスク情報の提供の充実

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―リ 危

環

（農業用ため池）7-3②
（水利施設）
三次市_令和7年3月、30ページ（34/57）と49ページ（53/57）
（農業用ため池と水利施設）
広島県86ページ（90/100）

建 危町老
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えており、ハー
ド対策には多大の費用と時間を要することから、優先
度を明確にした上で整備を進めていく必要がある。

近年の大地震において、大規模盛土造成地の滑動
崩落や、液状化被害が多数発生したことから、それら
の宅地被害を防ぐため、宅地の耐震化を推進する必
要がある。

当町は多くの山地災害危険地区を抱えており、治山
施設の整備等の対策に取組んでいく必要がある。

土砂災害警戒区域図等を参考に、宅地判定実施の可
能性が高い地域等を推定し、迅速に判定活動を実施す
るための環境の整備を推進する。

土砂災害の拡大を防止するため、特に避難場所、避難
路、病院等防災上重要な施設を保全する急傾斜地崩壊
対策事業、砂防事業等の推進を県に働きかけるとともに、
町民に対しては土砂災害のおそれがある箇所等につい
ての情報提供を推進する。

町内に多数の大規模盛土造成地が存在することから、
広島県と連携し、造成地の地盤について調査を推進す
る。

人的被害の発生を防ぐため、広島県に対して治山施設
の効果的な配置や既存施設の点検・修繕の実施を推進
する。

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

脆弱性の評価

scenario

土砂災害や山地災害の対策施設の整備

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画土
保 町建環
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、
大規模地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に
対する要請が高まっている。
災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な土地
利用を基本としつつ、被災時の被害の最小化を図る
「減災」の考え方等も踏まえ、土地の安全性を総合
的に高めていく必要がある。

（再掲）市街地内の災害リスクの高い土地において、
土地利用規制が十分に機能していない。

土地の安全性に対する要請の高まりを踏まえ、広島県土
地利用基本計画（令和7年3月改定）に基づき、土地本
来の災害リスクを 踏まえた賢い県土利用・管理などに
関する施策を推進する。

（再掲）災害防止、自然環境保全及び景観の観点から
市街地開発を許容する地域を設定し、無秩序な市街地
拡大を防止するとともに、町民の生命、身体及び財産を
保護するための防災工事や、住民の避難誘導の整備な
どにより、ハード・ソフトが一体となった総合的な防災・減
災対策を図るなどの取組を広島県と連携を図りながら
推進している。

CHO4

脆
弱
性
の
評
価
と
リ
ス
ク
方
策

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住 建

住

1

その他

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町ごみ処理基本計画町土
利 環 建住

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

当町における土砂災害警戒区域等の指定は完了し
ていることから、土砂災害警戒区域の認知度向上を
図る取組など、きめ細やかな災害リスク情報の提供
などにより、町民の適切な避難行動につながるソフト
対策を推進する必要がある。

町民が土砂災害の危険箇所を把握し、適切な避難行動
が行えるよう、小学校区別の「土砂災害ハザードマップ」
の作成・配布を推進する。

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）当町における土砂災害警戒区域等の指定は
完了していることから、土砂災害警戒区域の認知度
向上を図る取組など、きめ細やかな災害リスク情報
の提供などにより、町民の適切な避難行動につなが
るソフト対策を推進する必要がある。

がけ地近接等危険住宅移転事業による土砂災害の危
険性のある区域からの移転や、建築物土砂災害対策改
修促進事業により特別警戒区域内の住宅・建築物の補
強について、広島県と連携し、町民の自助の取組みを支
援する。

災害リスク情報の提供の充実

土地利用規制や災害リスクの低い区域への居住誘導

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町耐震改修促進計画

土
保 リ 建 危

土
保 リ 建 危
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1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南海
トラフ巨大地震等により緊急輸送道路においても通
行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に支障を
来す懸念がある。

（再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島
県と連携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災
害対応能力向上に資する多重型道路ネットワークの形
成などを推進する。

（再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送道路
ネットワークの確保等、各道路管理者と連携しながら対
応を推進する。

（再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路の整
備や歩道改良など、災害時に町内外への人・物資の移
動が円滑に行える道路ネットワークの構築を推進する。

緊急輸送網の確保

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・都市計画マスタープラン住 交 建

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救助活
動、救援物資の搬送等及びそのために必要な情報
収集・共有が必要である。

社会福祉協議会では、平成30年７月豪雨災害を受
けた災害ボランティア活動により、経験やノウハウが
蓄積されているが、今後の災害に備えて、ノウハウ等
を更に充実させる必要がある。
被災者支援を円滑に行うため、多数のボランティア
の受付、調整など、受入れ体制の構築が必要である
自主防災組織、自治会等の地域組織の主体的な取
組の促進、並びに地域組織と市町社会福祉協議会
等との協働の更なる強化が必要である。
新型コロナウイルス感染症等の新興感染症が拡大
した場合は、全国からボランティアを募集することが
難しいため、災害時において県内でのボランティアの
確保が必要である。

あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救助活動、
救援物資の搬送等を実施するため、被災状況や道路等
インフラ関係の情報など、災害時の情報収集・共有が的
確に行えるよう、広島県や関係機関等と連携し、必要な
体制整備を推進している。

迅速かつ円滑なボランティアの受付、調整など、受入れ
体制を構築している。

地域組織と社会福祉協議会との連携を進めるとともに、
広域災害時に重要となる社会福祉協議会と広島県社会
福祉協議会との緊密な連携を図っている。

その他

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―
保

人
危 福 消

行

リ

救助・救急、医療活動が迅速に
行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保する

O2

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害に強い水道を構築するために、水道施設の耐震
化とともに、危機管理体制の強化が必要である。

当町の上水道は広島市が管理しているため、広島市に
対して適切な維持管理の要望を実施する。

公共施設の貯水設備を適切に維持管理するとともに、民
間の井戸の活用など、災害時における生活用水の確保
を図る。

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる
物資・エネルギー供給の停止

脆弱性の評価

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

応急用の備蓄物資について、大規模自然災害等を
想定した具体的な検討を進めるほか、民間備蓄との
連携等による当町全体の備蓄物資の推進を図る必
要がある。

応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当町全
体の備蓄物資に関し、大規模広域災害に備えた物資の
備蓄及び調達並びにその搬送方法について見直しを実
施する。

水道管の耐震化等供給体制の強化
非常用物資の備蓄の推進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

― 施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町備蓄計画
住 町

福保 危
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評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門保 福

建

住

1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・
救助活動、救援物資の搬送等及びそのために必要
な情報収集・共有が必要である。

（再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救
助活動、救援物資の搬送等を実施するため、被災状況
や道路等インフラ関係の情報など、災害時の情報収集・
共有が的確に行えるよう、広島県や関係機関等と連携し、
必要な体制整備を推進する。

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

脆弱性の評価

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・
救助活動、救援物資の搬送等及びそのために必要
な情報収集・共有が必要である。

（再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救
助活動、救援物資の搬送等を実施するため、被災状況
や道路等インフラ関係の情報など、災害時の情報収集・
共有が的確に行えるよう、広島県や関係機関等と連携し、
必要な体制整備を推進する。

ヘリコプターによる応急対策活動の体制整備

ドローン・スターリンクを活用した緊急輸送体制の整備

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

危行 消

行 危 消

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害時に適切に対処するため、平素から各種
訓練の継続、民間団体や関係機関との連携強化、災
害用装備資機材の充実など、危機管理体制の維持・
強化が必要である。

大規模災害発生時において行政間で迅速かつ的確
に応急措置等の広域支援を実施するための取組に
ついて、広島県、近隣市町などによる広域支援に関
する協定に定めた人的・物的支援に支障が生じない
よう平素から点検に努めるとともに、情勢変化等に応
じた協定内容の見直しを検討する必要がある。

災害発生時においては、建物の損壊、交通機関の途
絶等により生活関連商品等の確保が困難となること
が予想されるため、必要に応じて、協力を得られた民
間業者等と物資の調達に関する協定を締結し、生活
関連商品等の安定確保を図る必要がある。

民間団体等との協定に基づく優先的な燃料供給に
ついて、防災拠点となる施設の住所や設備状況に関
する共有を進め、具体的な要請、配送・給油手順等
の方策を定めておく必要がある

あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救助活
動、救援物資の搬送等及びそのために必要な情報
収集・共有が必要である。

発災後の生活必需品等を確保するため、民間団体や関
係機関等と連携した緊急輸送体制の充実化を促進する。

大規模災害発生時の人的・物的支援について、広島県、
近隣市町などによる広域支援に関する協定の見直し・更
新を実施する。

災害時には、交通機関の途絶等により生活関連商品等
の確保が困難になることが予想されるため、関係団体等
と締結している物資の調達等に関する協定に基づき、生
活関連商品等の安定確保を推進する。
災害発生に備え、災害時応援協定を締結する民間団体
等と災害時の連絡先の確認を定期的に行うとともに、協
定締結先の企業等に対し災害時の物資供給体制の確
保等について働きかけを推進する。

災害時における緊急車両や防災拠点となる施設の燃料
の優先的な供給について、民間団体等と協定締結を推
進する。

あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救助活動、
救援物資の搬送等を実施するため、被災状況や道路等
インフラ関係の情報など、災害時の情報収集・共有が的
確に行えるよう、広島県や関係機関等と連携し、必要な
体制整備を推進する。

民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 交 官
危

町福

消

府中町国土強靭化地域計画31

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）応急用の備蓄物資について、大規模自然災
害等を想定した具体的な検討を進めるほか、民間備
蓄との連携等による当町全体の備蓄物資の推進を
図る必要がある。

（再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等によ
る当町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災害に備え
た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見
直しを実施する。

非常用物資の備蓄の推進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町備蓄計画危保 福



1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）地域の重要な防災力である消防団（非常備
消防）の団員が減少している。また、自主防災組織等
との連携も少ないことから、消防団の充実強化及び
地域の防災機関・団体との連携強化を図ることが必
要である。

（再掲）消防団については、団員を確保するため、積極
的に入団促進を実施している。また、消防学校における
教育訓練や消防署との連携訓練等により災害対応能力
の向上を促進する。

消防職員の技能向上

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 消 危人 リ

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害発生直後から、情報通信機能が停止す
る可能性がある。

通信指令施設の継続的な維持管理及び老朽化による
更新を促進する。

警察の通信指令機能の確保

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―
行

消 危

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）地域の重要な防災力である消防団（非常備
消防）の団員が減少している。また、自主防災組織等
との連携も少ないことから、消防団の充実強化及び
地域の防災機関・団体との連携強化を図ることが必
要である。

（再掲）大規模災害時には、警察・消防等による「公
助」の不足が過去の例からも想定されることから、地
域防災力の充実強化に向けた、自主防災組織の組
織体制の強化と活動の活発化に取組む必要がある。
（再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域防
災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取
組む必要がある。
（再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に
活動を行うためには、平素から非常時の役割分担や
活動を開始するタイミング等を定めた体制作りが必
要である。

（再掲）消防団については、団員を確保するため、積極
的に入団促進を実施している。また、消防学校における
教育訓練や消防署との連携訓練等により災害対応能力
の向上を図っている。

（再掲）自主防災組織については、町は、具体的な実施
計画を作成し、リーダー養成のための講習会等の開催、
情報伝達訓練、避難訓練等の防災訓練の実施指導を
実施している。
（再掲）また、自主防災組織の組織体制の強化と活動の
活性化を実施している。

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

消防本部及び消防署（常備消防）の装備資機材の
強化及び消防職員の知識・技能の向上を図るととも
に、地域の消防力を超える規模の災害に対応するた
め、広域的な応援の受入れ体制を整備する必要があ
る。

（再掲）大規模災害時に適切に対処するためには、
あらゆる事態を想定した平素からの各種訓練の継続、
民間団体や関係機関との連携強化、災害用装備資
機材の充実など、危機管理体制の維持・強化が必要
である。

消防本部及び消防署（常備消防）については、装備資
機材の強化促進、消防職員の知識・技能の向上を図る
とともに、地域の消防力を超える大規模災害に備え、緊
急消防援助隊等の広域的な応援の受入れ体制の強化
を促進する。

（再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るため、民
間団体や関係機関等と連携した訓練も含め、初動対応
や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施する。

（再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整備する
とともに、資機材使用訓練を始めとする各種訓練を計画
的に実施して、事案対処能力の向上を図っている。

2-3
自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動
等の絶対的不足

脆弱性の評価

scenario

装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 消 危官

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

情

老 人
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害に対応するためには、関係各機関が連
携し、あらかじめ医療救護体制を構築しておくことが
重要である。
大規模災害時において、要配慮者のニーズに合わせ
た緊急支援を行う体制づくりが必要である。

大規模災害時における医療従事者の大幅な不足を想
定し、効率的な救護活動が展開できるよう関係医療機
関等との連携を推進する。
災害時に、要配慮者への迅速かつ的確な支援を行うた
めに、医療職と福祉関係職種の連携体制づくりを推進す
る。

2-5
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート
の途絶、エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

脆弱性の評価

建

住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

業務継続計画に基づいた院内訓練・研修を行うとと
もに、備蓄品や保管倉庫等の施設整備・拡充が必要
である。

業務継続計画（ＢＣＰ）に基づいた院内訓練・研修を行
い、その訓練や研修での気付き等をＢＣＰに反映し精度
を上げるとともに、備蓄等を推進する。
備蓄品の保管倉庫等、災害に備えるための施設整備・
拡充に努める。

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

今後、高齢化の進行に伴い、労働力人口が減少し、
医療・介護サービスを支える人的資源が縮小するこ
とに加え、大規模災害時に、感染症における急激な
感染拡大が発生した場合、医療・介護需要に対応で
きるだけの人材を確保できないことが予測される。そ
のため、更なる人材確保に取組むとともに県・市町・
関係機関が緊密に連携した人材確保等、医療・介護
提供体制の構築に取組む必要がある。

災害時において、医療・介護人材の絶対的な不足により
被害を拡大させないよう、広島県や関係機関と連携し、
計画的な医療・介護人材の養成・確保のための取組を
推進する。

災害対策本部と保健医療福祉調整本部の連携強化

災害拠点病院の防災機能強化

医療・介護人材の育成

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画保 福人

保 福

危行

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）応急用の備蓄物資について、大規模自然災
害等を想定した具体的な検討を進めるほか、民間備
蓄との連携等による当町全体の備蓄物資の推進を
図る必要がある。

（再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等によ
る当町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災害に備え
た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見
直しを実施する。

非常用物資の備蓄の促進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町備蓄計画保 福危

危

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

国土交通省三次河川国道事務所と「災害時におけ
る道の駅施設使用に関する覚書」を締結しており、災
害時の活用を検討する必要がある。

国土交通省三次河川国道事務所と締結している覚書を
踏まえ，道路管理者等と連携し、「道の駅 ゆめランド布
野」の防災拠点としての利活用について検討する。

道の駅の活用促進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―交住 危

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

当町は、町外との人の往来が激しく、大規模災害時
には帰宅困難者が大量に発生する恐れがあるため、
帰宅抑制の伝達と帰宅困難者対策に取組む必要が
ある。

災害時に、帰宅困難者が大量に発生する場合に備えて、
町民や企業等に対し、むやみに移動しないことや一定期
間の滞留に必要な備蓄の重要性の周知を推進する。

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

脆弱性の評価

scenario

事業所等の活用による災害時帰宅支援

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―住 交 危

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

リ 消 福保
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時の感染症拡大防止には、医療機関や民間機
関等とも連携した十分な検査体制のもと、積極的疫
学調査を可能とする環境を作り、感染者を広範かつ
早期に発見する仕組みを構築する必要がある。

重大な感染症の発生に備え、迅速な情報の収集・提
供、的確な初動体制の構築、人材の養成等が必要
である。

感染症発生時には、広島県が検査体制を構築すること
となるため、広島県からの要請に対し必要な協力が行え
るよう体制を整備している。

疫学・感染症に携わるスタッフ等を対象にした研修につ
いて、参加者からの要望事項等を踏まえ、より効果的で
関心度の高い専門研修を継続実施し、人材の養成を進
める。

2-6 自然災害と疫病・感染症等との複合災害の発生

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時の感染症の発生・まん延を防ぐため、平時か
ら定期の予防接種を促進する必要がある。

災害時における感染症の発生・まん延を防ぐため、平時
から高齢者・妊婦・子どもなどが必要な予防接種が受け
られるよう、予防接種費用の一部助成や、啓発活動等を
推進する。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時の感染症拡大防止には、医療機関や民間機
関等とも連携した十分な検査体制のもと、積極的疫
学調査を可能とする環境を作り、感染者を広範かつ
早期に発見する仕組みを構築する必要がある。

感染症発生時には広島県において検査体制が構築さ
れることから、同県からの要請に応じて必要な協力が行
えるよう、体制整備を推進する。

感染症対策の司令塔機能の整備

予防接種の促進

感染症等検査体制の強化

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

地震・津波・同時多発的な土砂災害などの発生によ
り、広域に多数の死者が生じた場合、道路寸断等を
考慮し、広島県と協力した各所単位での検視態勢を
早期に確立する必要がある。
死者が新型コロナウイルス感染症など、強毒で感染
力の高い感染症に感染していた可能性を考慮し、感
染防止資機材を事前に確保しておく必要がある。

広域に多数の死者が生じた場合の円滑な遺体対応とし
て、検視に必要な体制整備等について、広島県との連携
を推進する。

遺体安置場所における感染防止対策

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―行 総 町

環

行

保 福

保 福

危

町

危

感染症対策の司令塔機能の整備
→脆弱性評価の更新2-6③
→安芸高田市、19、20ページNO.44、48
→広島県25ページ（全体表示の場合29/100）
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害発生時に、避難所等の防災拠点におい
て、必要なエネルギーを確保するため、災害に強い自
立・分散型エネルギーシステムの導入を推進する必
要がある。

感染症が流行している状況で、避難所を開設する場
合には、避難者に対して手洗い、咳エチケット等の基
本的な感染対策の徹底、避難所内の換気や避難者
のスペース確保など、感染症対策に万全を期すこと
が重要である。

公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化等を
検討するとともに、民間施設の活用も視野に入れ、避難
施設の拡充を図る。

避難所での感染症のまん延防止のため、感染症に係る
避難所運営マニュアルの作成を推進する。
また、避難所での感染症対策に必要な資機材等の備蓄
を推進する。

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災
者の健康状態の悪化・死者の発生

脆弱性の評価

scenario

避難所の環境改善や避難所外避難者への支援に係るガイドラインの見直し

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―行 産 保 財 福危
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評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

高齢者や障害者等の避難生活に配慮した福祉避難
所が災害時に不足することがないよう、福祉避難所
の確保を図っていく必要がある。

高齢者や障害者等の災害時要配慮者の避難所にお
ける福祉ニーズを的確に把握し、支援体制を構築す
る必要がある。

当町では福祉避難所を8箇所指定しており、今後の防災
体制に併せて施設の増強も検討する。

保健師等から構成される公衆衛生チームの派遣により、
避難所等における災害時要配慮者の支援を推進する。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害発生時に被災者に対して、健康管理、栄
養管理、リハビリ、心のケア等の迅速かつ適切な公
衆衛生支援を行う体制を整備・強化する必要がある。

被災者の状況把握や、広島県との円滑な連携を進
めるための仕組みを整備する必要がある。
避難生活者や被災者からの相談対応窓口や、発災
後における健康管理面での留意情報などをあらかじ
め明らかにしておく必要がある。
各避難所において、設備環境、レイアウト、必要な資
材等の生活環境に関する情報をまとめた避難所運
営マニュアルの作成や設備環境の整備を行う必要
がある。

災害時において、被災者の孤立死や自殺の発生防
止、早期の生活再建を支援するため、被災者に対す
る支援を一体的に提供する体制を構築する必要が
ある。

災害時に被災者に対して、健康管理、栄養管理、リハビ
リ、心のケア等の迅速かつ適切な公衆衛生支援を行う
ため、「広島県災害時公衆衛生チーム」の受け入れおよ
び連携を迅速に行うことができるよう、広島県との協力
体制の強化を促進する。

広域避難などの際に、被災者ニーズに応じた支援や市
町の相互連携を円滑に進めることができるよう、広島県
との協力体制の強化を促進する。
被災者への生活支援に関する情報提供等が効果的に
行われるよう、関係機関の相談窓口の共同設置等の取
組を推進する。
円滑な避難所運営の下で避難者が安心して生活できる
よう、避難所運営マニュアルの整備を促進する。

平成30年7月豪雨災害時に設置された「市町地域支え
合いセンター」や、被災者への見守り活動など、広島県と
連携したコミュニティづくりへの支援を実施する。

要配慮者に対する支援

心のケアなどの支援体制の整備・強化

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・避難所運営マニュアル

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町第３次障害者計画
・府中町高齢者福祉計画
・第8次介護保険事業計画

保 福行 危

保 福官
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

社会福祉協議会では、平成30年７月豪雨災害を受
けた災害ボランティア活動により、経験やノウハウが
蓄積されているが、今後の災害に備えて、ノウハウ等
を更に充実させる必要がある。
被災者支援を円滑に行うため、多数のボランティア
の受付、調整など、受入れ体制の構築が必要である。

自主防災組織、自治会等の地域組織の主体的な取
組の促進、並びに地域組織と市町社会福祉協議会
等との協働の更なる強化が必要である。

新型コロナウイルス感染症等の新興感染症が拡大
した場合は、全国からボランティアを募集することが
難しいため、災害時において県内でのボランティアの
確保が必要である。

迅速かつ円滑なボランティアの受付・調整など、受入れ
体制の構築を推進する。

地域組織と社会福祉協議会との連携を進めるとともに、
広域災害時に重要となる社会福祉協議会と広島県社会
福祉協議会との緊密な連携を推進する。

ボランティア体制の構築

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害発生時には放浪・逸走動物や負傷動物への対
応が必要である。
多くの動物が飼い主とともに避難所等に避難してく
ることが予想されることから、これらの動物のための
スペース確保に努める必要がある。

避難所における家庭動物のためのスペースの確保や、
適正飼育の指導等を実施できるように、災害時の被災
動物等への対応体制の整備を推進する。

被災動物等への対応

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

保 リ 人 福

行 福 町



必要不可欠な行政機能は確保するO3

1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害時に適切に対処するためには、
あらゆる事態を想定した平素からの各種訓練の継続、
民間団体や関係機関との連携強化、災害用装備資
機材の充実など、危機管理体制の維持・強化が必要
である。

「業務継続計画（ＢＣＰ）」及び「計画に基づくマニュ
アル」について、訓練等の実施により計画の実効性
を高め、内容の充実を図る必要がある。
非常電源は確保しているが、72時間稼働の確実な
確保や揺れや浸水に備えた対策を実施する必要が
ある。

（再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るため、民
間団体や関係機関等と連携した訓練も含め、初動対応
や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施する。

（再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整備する
とともに、資機材使用訓練を始めとする各種訓練を計画
的に実施して、事案対処能力の向上を促進する。
大規模地震時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、非常
時に優先的に実施する業務等を定めるとともに、業務遂
行に必要な庁舎の耐震化、執務環境の確保等の取組み
を促進する。
災害対策本部が設置される庁舎の非常用電源の確保
を促進する。

3-1
町職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等による機能の
大幅な低下

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

訓練等における危機管理体制の維持・強化

保 福

建

住

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画
・業務継続計画

行 官 危 消

※確認：ボランティア体制の構築
→再掲内容なし（スライド30のその他にある
がスライド上には載っていないので確認

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

デ
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

警察、消防等の被災等による救助・救急活動の絶対
的不足している。

自主防災組織の育成を推進するとともに、自主防災組
織による様々な地域活動団体との連携強化、 実践的で
男女を問わず多様な世代が参加できる防災訓練の充
実、必要な資機材等の整備促進や、防災士の養成、自
主防災組織のリーダーの研修に努める。

大規模災害時に迅速・的確に対応できる防災人材の育成

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

庁舎の耐震性は確保されていることから、大規模災
害時にも執務空間を確保するため、棚の固定、照明
器具へのカバーなど設備に対する耐震対策を図る
必要がある。

執務空間を確保するための室内耐震対策を推進する。

庁舎の耐震化

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・業務継続計画行 住 保 総

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害発生時において行政間で迅速
かつ的確に応急措置等の広域支援を実施するため
の取組について、広島県、近隣市町などによる広域
支援に関する協定に定めた人的・物的支援に支障
が生じないよう平素から点検に努めるとともに、情勢
変化等に応じた協定内容の見直しを検討する必要
がある。
被災者の状況把握や、市町間の円滑な連携を進め
るため、広島県からの派遣職員の受け入れ体制を確
保する必要がある。

関係団体等と連携して、町内の住宅・建築物の耐震化を
引き続き計画的に促進する。

市町間を越えた広域避難などの際に、被災者ニーズに
応じた支援や市町の相互連携を円滑に進めるため、広
島県や他市町等との連絡調整や被災者の状況把握な
どの仕組みの整備を推進する。
更に、当町において人材が不足した場合に、広島県から
の、医療職、技術職等の職員の受け入れ体制の整備を
推進する。

広域応援体制の構築

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 危 総

行 危 消人 リ
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経済活動を機能不全に陥らせないO4CHO4
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模自然災害発生後において、物資等の輸送の
滞りにより経済活動の支障となる懸念がある。また、
土地区画整理事業等を実施することで、脆弱な都市
基盤の解消及び老朽化した建築物の更新を促進し
ている。

陸上輸送が機能しない場合の検討が必要である。

災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連
携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応
能力向上に資する多重型道路ネットワークの形成などを
推進する。

関係機関が連携してヘリコプターによる応急対策活動
が実施できるよう、体制整備を推進する。

4-1
サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等による社
会経済活動の低下

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

陸上海上交通網の確保

保 福

建

住

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―危建
住 産 交
土

保 老

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官 デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

脆弱性評価・推進すべき施
策の方針については、
P37-48につきまして、更新
作業中です。
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害が発生したとしても、企業が災害時に果たす役
割を認識し、各企業において重要業務を整理し、
BCPを策定する必要がある。

町内企業に対し、災害時の企業の役割や企業BCPの必
要性について、普及・啓発を進めている。

中小企業へのBCP策定支援

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時において、化学物質等が流出し、健康被害の
発生や土壌・水質・大気汚染等の二次被害が発生し
た際には、速やかに流出した化学物質の種類・性状
等を把握の上、関係機関と連携しながら、的確な対
応を取る必要がある。

汚染事故の発生に際しては、広島県危機対策運営要領
（水質汚染事故、大気汚染事故）により、速やかに関係
機関で情報を共有する体制の構築を推進する。

災害時に有害な化学物質等が流出した場合は、広島
県・関係機関・近隣市町と連携して、速やかに大気、土
壌、公共用水域等のサンプリング・検査を行い、環境影
響の有無についての把握を実施する。

4-2 有害物質の大規模拡散・流出による土地の荒廃

脆弱性の評価

scenario

有害物質流出対策

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

産 危 町

町環



府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）災害発生時においては、建物の損壊、交通機
関の途絶等により生活関連商品等の確保が困難と
なることが予想されるため、必要に応じて、協力を得
られた民間業者等と物資の調達に関する協定を締
結し、生活関連商品等の安定確保を図る必要がある。

（再掲）災害時には、交通機関の途絶等により生活関連
商品等の確保が困難になることが予想されるため、関係
団体等と締結している物資の調達等に関する協定に基
づき、生活関連商品等の安定確保を促進する。

（再掲）災害発生に備え、災害時応援協定を締結する民
間団体等と災害時の連絡先の確認を定期的に行うとと
もに、協定締結先の企業等に対し災害時の物資供給体
制の確保等について働きかけを推進する。

4-3 食料等の安定供給の停滞

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

施設利用者の安全確保と安心・安全で効率的な市
場流通システムを確立するため、卸売市場において、
品質・衛生管理の高度化や物流効率化等に向けた
施設整備を推進する必要がある。

安全・安心で効率的な市場流通システムを確立するた
め、卸売市場において、品質・衛生管理の高度化や物流
効率化等に向けた施設整備を推進する。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

民間事業者等との応援協定の締結

卸売市場施設整備の推進

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 交 官 危 町 福

・卸売市場施設整備の推進
→福山市強靭化地域計画_令和6年8月、56ページ

産

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官 デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷
者の発生や農地・森林等の被害による町土の荒廃
が懸念される。

森林の有する公益的機能が適切に発揮されるように間
伐を実施する。 防災・減災やライフラインの確保の観点
から、道路沿い・集落周辺や河川沿いの森林整備を重
点的に推進する。

4-4 農地・森林等の被害による土地の荒廃

脆弱性の評価

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

管理が不十分なことなどにより、森林の有する公益
的機能の低下が懸念されるため、多様な主体が参
加する保全活動を拡大させていく取組が必要である

公益的機能の低下が懸念される山林の整備など、地域
住民等による主体的・継続的な森林保全活動の支援を
実施する。

森林等保全活動の推進

地域住民による森林保全活動の支援

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

民間事業者との物資支援協定の維持・推進や、水産
業、農業等の生産基盤を維持していくための施設整
備や取組を推進・検討していくことが必要です。

漁港施設などの水産物の生産基盤については、定期点
検結果を踏まえた計画的な修繕、更新により、漁港施設
を適切に維持管理します。

水産業の生産基盤等の災害対応力の強化

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

環 土
利

土
保 町

官産 建 町

環 土
利

土
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情報通信サービス、電力等ライフライン、
燃料供給関連施設、交通ネットワーク
等の被害を最小限に留めるとともに、

早期に復旧させる
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害時には、警察・消防等による「公
助」の不足が過去の例からも想定されることから、地
域防災力の充実強化に向けた、自主防災組織の組
織体制の強化と活動の活発化に取組む必要がある。

（再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域防
災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取
組む必要がある。

（再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に
活動を行うためには、平素から非常時の役割分担や
活動を開始するタイミング等を定めた体制作りが必
要である。

（再掲）自主防災組織については、町は、具体的な実施
計画を作成し、リーダー養成のための講習会等の開催、
情報伝達訓練、避難訓練等の防災訓練の実施指導を
実施する。

（再掲）また、自主防災組織の組織体制の強化と活動の
活性化を実施する

5-1
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝
達できない事態

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

あらゆる災害時において、様々な情報を迅速・的確に
把握し、伝達する手段を確保する体制を整備する必
要がある。

大規模災害により、NTT等の公衆回線が途絶した場合
においても、広島県、地方機関、近隣市町等との情報の
伝達手段を確保するため、総合行政通信網を適切な運
営管理を推進する。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

町からの災害情報を、迅速に、分かりやすく、出来る
だけ多くの町民へ伝えるために多種多様な伝達手段
を検討する必要がある。

（再掲）あらゆる災害時において、様々な情報を迅
速・的確に把握し、伝達する手段を確保する体制を
整備する必要がある。

「防災・安全安心情報メールサービス」等、町内放送の
ほかに防災情報や緊急情報を伝達するサービスを実施
する。

広島県が管理している防災情報システム等を活用し、迅
速かつ的確な防災情報の収集・伝達手段の確保を推進
する。

自主防災組織による避難の呼びかけ体制の実効性向上

通信事業者との連携強化

防災行政無線の運営管理

保 福

建

住

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―危

通信事業者との連携強化
→脆弱性評価の更新4-3④

行 リ 危

行 情 危 総

※確認：自主防災組織による避難の呼びかけ体制の実効性向上「大規模災害時には～」
→再掲なし（この文章ではない）組織体制の強化（スライド25）≠設立促進

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

デ

行 情 デ 総

※確認：通信事業者との連携強化「あらゆる災害時～」「大規模災害により～」
→再掲なし

※確認：防災行政無線の運営管理「広島県が管理している～」
→再掲なし
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模自然災害時に執務体制を維持するため、電
力を確保する必要がある。また、土地区画整理事業
等を実施することで、脆弱な都市基盤の解消及び老
朽化した建築物の更新を促進している。

（再掲）大規模災害発生時に、避難所等の防災拠点
において、必要なエネルギーを確保するため、災害に
強い自立・分散型エネルギーシステムの導入を推進
する必要がある。

大規模災害発生時に執務体制を維持するための電力を
確保するため、非常用電源の定期点検と燃料確保を推
進する。

（再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強
化等を検討している。また、民間施設の活用も視野に入
れ、避難施設の拡充を図る。

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

庁舎の非常用電源の確保

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・業務継続計画

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時の倒木や土砂崩れ等によるライフライン施設
の被害を早期に復旧させるため、関係機関相互の情
報共有や対応調整が必要である。

ライフライン施設の迅速な復旧により、町民生活の早期
安定が図られるよう、多様なライフライン事業者との相互
協力体制の構築を推進する。

5-2
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・
LPガスサプライチェーン等の長時間にわたる機能の停止

脆弱性の評価

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害発生時に、避難所等の防災拠点
において、必要なエネルギーを確保するため、災害に
強い自立・分散型エネルギーシステムの導入を推進
する必要がある。

（再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強
化等を検討している。また、民間施設の活用も視野に入
れ、避難施設の拡充を図る。

ライフライン事業者との連携強化

再生可能エネルギーの導入促進

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

行 産 危総 財

行 産 危 財

行 情 危 総

ライフライン事業者との連携強化
→広島県39ページ（全体表示の場合43/100）
→三次市29ページ（全体表示の場合33/57）46ページ（50/57）

※確認：庁舎の非常用電源の確保「大規模自然災害時に執務体制を維持するため、
電力～」「大規模災害発生時に～」→再掲なし
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）災害に強い水道を構築するために、水道施
設の耐震化とともに、危機管理体制の強化が必要で
ある。

（再掲）当町の上水道は広島市が管理しているため、広
島市に対して適切な維持管理の要望を推進する。

（再掲）公共施設の貯水設備を適切に維持管理すると
ともに、民間の井戸の活用など、災害時における生活用
水の確保を推進する。

5-3 上下水道等の長期間にわたる供給停止

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確
に伝達する必要がある。

（再掲）内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確に伝
達し、適切な避難行動を促すために必要となる内水浸
水想定区域図及び内水ハザードマップの作成を実施す
る。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時においても集落排水施設や基幹的な農林業
施設等が、機能低下や機能不全を起こさないよう適
正な保全管理が必要である。

県と連携を図りながら、老朽ため池の補修・改修に努め、
届出等による利用の実態や管理者の把握を行い、農業
用ため池として使用しなくなったため池については、ため
池の統合、廃止ならびに低水位管理を推進する。

水道管の耐震化等供給体制の強化

下水道施設の防災・減災対策

集落排水施設の老朽化対策

保 福

建

住

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・下水道ストックマネジメント計画

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧が速やか
に行われるよう体制を整備する必要がある。

浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃
棄物処理や施設の復旧対策などを実施する。

浄化槽対策

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

住 町

住 町

町環

・集落排水施設の老朽化対策
→第2期神石高原町、58ページ（農業集落排水処理施設対策について記載あり）
→尾道市、26ページと56ページ

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

産土
保 老 建 危

※確認：浄化槽対策「災害発生時に～」「浄化槽台帳～」→再掲なし
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南海
トラフ巨大地震等により緊急輸送道路においても通
行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に支障を
来す懸念がある。

（再掲）大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起きた
際に、電柱等が倒壊することにより、道路が寸断し、
災害時の救援活動の妨げになる可能性がある。

（再掲）当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えてお
り、ハード対策には多大の費用と時間を要することか
ら、優先度を明確にした上で整備を進めていく必要
がある。

（再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による浸
水対策などとして、河川整備を推進しているものの、
家屋等が浸水する恐れがある。

（再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡上
により発生することから、河川に対する対策が必要で
ある。

（再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定において、
津波による死者数が37名予測されていることから、
河川護岸の耐震対策が必要である。

（再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島
県と連携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災
害対応能力向上に資する多重型道路ネットワークの形
成などを推進する。
（再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送道路
ネットワークの確保等、各道路管理者と連携しながら対
応を推進する。
（再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路の整
備や歩道改良など、災害時に町内外への人・物資の移
動が円滑に行える道路ネットワークの構築を推進する。

（再掲）緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する
道路において、地域の実情に応じた多様な手法も活用し
た無電柱化等の対策の検討を推進する。

（再掲）土砂災害警戒区域図等を参考に、宅地判定実
施の可能性が高い地域等を推定し、迅速に判定活動を
実施するための環境の整備を推進する。

（再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水
対策などとして、優先度や緊急性の高い箇所を明確にし
た上で、広島県に対し河川改修等の早期実施の要望を
推進する。

（再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予
測されることから、県との連携を図りながら河川護岸整
備を推進している。また、「総合防災マップ」を作成し、浸
水想定区域内の住民への危険の周知を推進する。

（再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南
海トラフ巨大地震など大規模地震による津波への減災
対策として、広島県に対し河川改修等の早期実施の要
望を推進する。

5-4
基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわ
たる機能停止

脆弱性の評価

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

広域かつ影響が長期にわたる災害においては、被災
者及び災害対策要員の輸送のみならず、町民の日
常生活や経済活動の復旧に伴い、通勤・通学等の移
動手段を確保する必要がある。

広域かつ長期に影響が及び災害において、町民が日常
生活や経済活動を行うための移動手段を確保できるよ
う、広島県や近隣市町と連携した移動手段の確保を推
進する。

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大し
ていく中、今後、重大な事故や致命的な損傷等が発
生するリスクが飛躍的に高まるなど、社会インフラの
安全性や機能の低下が懸念されている。

（再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大して
いく中、個々の施設を適切に修繕するため、個別施設計
画を作成し、優先度に基づく計画的な修繕を実施する。

災害に強いインフラ整備

交通関係者連携による地域交通の確保

既存建築物等の総合的な安全対策

1

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・公共施設等総合管理計画
・府中町道路舗装修繕計画書
・橋梁長寿命化修繕計画

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・都市計画マスタープラン
・府中町地域防災計画

住 交
土

保 リ
建 町 危

交 危 総

建人老

※確認：災害に強いインフラ整備「風水害・土砂災害～」→再掲なし再掲ありOK
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地域社会・経済が迅速かつ従前より強
靭な姿で復興できる条件を整備する

O6CHO4
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性
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評
価
と
リ
ス
ク
方
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1

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物の処理が
速やかに行えるよう、広島県と連携する必要がある。

平成30年3月に策定した「府中町災害廃棄物処理
計画」の実行性を高めるため、広島県や関係団体等
との災害時における連携体制を強化する必要がある。

広島県や関係団体等が開催する研修・机上訓練を通じ
て、災害時における災害廃棄物処理の体制の整備を図
る。

平成 30 年 7 月豪雨に伴い発生した災害廃棄物処理
の経験を踏まえ、災害廃棄物の処理をさらに迅速かつ
適正に進めるため、適宜「府中町災害廃棄物処理計
画」等の必要な見直しを行うとともに、広島県や関係団
体との協力体制の構築を推進する。

6-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に
遅れる事態

脆弱性の評価

評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

scenario

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害廃棄物処理計画に基づき処理体制を整備して
おく必要がある。

災害廃棄物の種類により処理の方法も異なることから、
関係機関との連絡体制を確立すると共に、資機材、人員、
仮置き場、最終処分の確保について定めるなど、敏速か
つ適切に対応できるごみ処理体制の構築に取り組む。

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門

災害廃棄物処理計画に基づく対応

公費解体実施体制の確保

保 福

建

住

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町ごみ処理基本計画町環

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大し
ていく中、今後、重大な事故や致命的な損傷等が発
生するリスクが飛躍的に高まるなど、社会インフラの
安全性や機能の低下が懸念されている。

（再掲）老朽化した公共土木施設の割合が増大し、
今後、集中的に更新時期を迎える中、維持更新費の
増大や担い手不足が懸念されている。

（再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大して
いく中、個々の施設を適切に修繕するため、個別施設計
画を作成し、優先度に基づく計画的な修繕を実施する。

（再掲）また、施設の長寿命化によるライフサイクルコスト
の縮減や事業費の平準化を図り、公共土木施設の計画
的な維持管理に向けた取組を実施する。

交通安全施設等の整備

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・公共施設等総合管理計画
・府中町道路舗装修繕計画書
・橋梁長寿命化修繕計画

老 人 建

公費解体実施体制の確保
→安芸高田市NO.96？
→大竹市3/3、133ページ（36/62）？
→1-3④？

町環

※確認：災害廃棄物処理計画に基づく対応「災害発生時に～」「広島県や～」「平成30年7月～」
→スライド28のスライド外にあるが要確認
「平成30年3月～」→再掲なし
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府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

建設産業は、災害等発生時の被災地での緊急対応
や遮断された交通網の復旧など、地域の安全・安心
を担っているが、町内の建設業就業者数は年々減少
し、年齢構成では若年層の割合が低く、高齢化が進
行している。今後も地域の持続的な発展と安全・安
心の確保を図っていくためには、建設産業の担い手
の中・長期的な育成・確保に取組む必要がある。

建設産業は災害等発生時の被災地での緊急対応や遮
断された交通網の復旧などを担っていることから、地域
の持続的な発展と安全・安心の確保を図るため、広島県
と連携して、経営改善に向けた支援や労働環境の改善
に向けた取組等を実施することにより、建設産業の担い
手の中・長期的な育成・確保を推進する。

建設業の担い手の確保

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―建 町産 人 官

脆弱性の評価

6-2
復興を支える人材等の不足や基幹インフラの損失、より良い
復興に向けたビジョンの欠落等により復興できなくなる事態

scenario



評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門保 福

建

住

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害時の被災者支援が迅速かつ効果的に行われる
よう、行政、社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ、町
内事業所等が連携して取り組む必要がある。

被災者支援活動を迅速に行うことができるよう、平常時
から、町社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等と意見交換、情
報共有等を行い、連携体制の構築に努める。

災害時には、行政、町社会福祉協議会、ボランティア、Ｎ
ＰＯ法人等のほか、これらの活動をコーディネートする中
間支援組織（ボランティア、ＮＰＯ法人等の活動支援や活
動調整を行う組織）を含めた連携体制を構築し、被災者
支援活動が迅速かつ効果的に行われるよう努める。

NPO等との連携体制の強化

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

・NPO等との連携体制の強化
→第2期神石高原町、61ページ

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

リ行 総 町 福

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

文化財について、災害時の避難や救出体制の想定
や、耐震診断・耐震補強等の実施を促進する必要が
ある。

災害が発生した場合でも文化財が保護されるよう、各市
町に対し、文化財の把握、災害時の避難や救出体制の
想定、計画立案を指導する。

所有者等に対して耐震診断等の措置の対策の必要性
を啓発するとともに、補助金を活用した耐震診断・耐震
補強等を積極的に促進する。

脆弱性の評価

災害時の文化財保護への指導

6-3
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊
等により復興が大幅に遅れる事態

scenario

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・広島県文化財保存活用大綱住

教

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

大規模災害により、河川から流木等が海域に流入し
干潟や海底に堆積した場合、漁業活動への支障が
発生することや、漁場機能の低下が懸念される。

大規模災害発生時には、迅速に漁場機能の回復を図る
ため、干潟の耕耘や海底堆積物の除去等を実施する。

海底堆積物除去による漁場機能回復

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―
環 産

土
利

土
保

建 町

災害時の文化財保護への指導
→広島県、50ページ（54/100）、91ページ（95/100）

海底堆積物除去による漁場機能回復
→広島県、91ページ（95/100）

人 総 財

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害時には、警察・消防等による「公
助」の不足が過去の例からも想定されることから、地
域防災力の充実強化に向けた、自主防災組織の組
織体制の強化と活動の活発化に取組む必要がある。
（再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域防
災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取
組む必要がある。
（再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に
活動を行うためには、平素から非常時の役割分担や
活動を開始するタイミング等を定めた体制作りが必
要である。

（再掲）自主防災組織については、町は、具体的な実施
計画を作成し、リーダー養成のための講習会等の開催、
情報伝達訓練、避難訓練等の防災訓練の実施指導を
実施する。
（再掲）また、「防災リーダー養成講座」を実施するなど、
自主防災組織の組織体制の強化と活動の活性化を実
施する。

自主防災組織による避難の呼びかけ体制の実効性向上

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

・府中町地域防災計画行 危リ 人
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評価
基準

南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町においても、震度5強～6強
の地震が発生する可能性があることから、耐震化を進める必要がある。

施策
分野

関係
部門 建

評価
基準

耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は100%（平成29年1月時
点）であり、今後は継続的に維持保全を行っていく必要がある。また、住
宅の耐震化を促進していく必要がある。

施策
分野

関係
部門住

評価
基準

災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く利用する社会福祉施
設の耐震化が必要である。

施策
分野

関係
部門保 福

建

住

1

海底堆積物除去による漁場機能回復
→広島県91ページ（95/100）

建 危 総

財 町 福

教 消

老 リ 人

官デ

環 保

行 情 交

産

土
利

土
保 住

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

所有者不明土地や多数共有地（相続人多数）が存
在する場合、土地所有者の特定、取得に時間を要す
る。

事業箇所が決まり次第、速やかに現地調査、法務局調
査、権利者調査を行い、迅速な用地取得が可能となるよ
う事務を推進する。

脆弱性の評価

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）大規模災害時などに、建物倒壊等により住
居を失った被災者が大勢いた場合、その居住場所の
早期確保に課題がある。

（再掲）仮設住宅の建設時に必要な公有地の把握や、
速やかな建設・受け入れが可能となるよう、広島県との
連携強化を図る

迅速な事業用地の確保に向けた事務手続きの促進

被災者の住宅確保に向けた関係者間の連携強化

6-4
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が
進まず復興が大幅に遅れる事態

scenario

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―住

住 建 危

建

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

災害発生時において、風評被害を防ぐため、正確な
被害情報等を収集するとともに、正しい情報を迅速
かつ的確に提供する必要がある。

災害発生時において、風評被害を防ぐため、正確な被害
情報等を収集するとともに、広島県と連携し、正しい情報
を迅速かつ的確に提供する体制づくりを推進する。

脆弱性の評価

府中町における脆弱性評価 推進すべき施策の方針

（再掲）災害が発生したとしても、企業が災害時に果
たす役割を認識し、各企業において重要業務を整理
し、BCPを策定する必要がある。

（再掲）町内企業に対し、災害時の企業の役割や企業
BCPの必要性について、普及・啓発を推進する。

正確な情報提供体制の整備

中小企業へのBCP 策定支援

6-5
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒
産等による町内経済等への甚大な影響

scenario

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―

施策
分野

関係
部門

分野別
計画等

―危

危 総リ

町産

※確認：自主防災組織による避難の呼びかけ体制の実効性向上「大規
模災害時には～」
→再掲なし

※確認：自主防災組織による避難の呼びかけ体制の実効性向上
「また、「防災リーダー養成講座」～」
→再掲なし

※確認：被災者の住宅確保に向けた関係者間の連携強化
「大規模災害時などに、～」「仮設住宅の～」
→再掲なし
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施策項目 指標 現状値 目標値

対策

― 27箇所

― 5,000m

― 3橋

― 25箇所

― 600回

補助件数 11件 20件

耐震診断・

及び技術力の向上
― 250回

地での防災機能の確保

― 1,230ｍ

・大規模改修した公園・
― 2箇所

その他 ― 100％

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街
地における大規模火災による多数の死傷者の発生

scenario

現行版P98（２）施策に対する指標ページを記載

施策に対する指標については、
作業中のため、現行版のままとなっています。

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生
scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

津波・浸水、
備

950m 1,770m

scenario
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1-3
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数
の死傷者の発生

scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

下水道施設の防災・減災対策 950m 1,770m

scenario

CHO4

脆
弱
性
の
評
価
と
リ
ス
ク
方
策

あらゆる自然災害に対し、
直接死を最大限防ぐ

O1

指標 現状値 目標値

土地区画整理事業画地整備率 78% 86%

住環境改善事業補助件数 11件 20件

公共施設の改修箇所数 ― 27箇所

修繕を行った道路延長 ― 5,000m

修繕を行った橋梁数 ― 3橋

生活基盤施設の改修箇所数 ― 25箇所

各種広報活動の実施回数 ― 600回

住環境改善事業補助件数 11件 20件

消防隊員の訓練回数 ― 250回

防災士と連携して実施する活動回数 ― 25回

防災講座等の実施回数 ― 175回

拡幅整備を行った町道の延長 ― 1,230ｍ

新設・大規模改修した公園・広場の箇所数 ― 2箇所

町営住宅再整備事業進捗率 ― 100％

雨水幹線改築延長 950m 1,770m

浸水被害対象家屋数 0戸 ０戸を維持

災害対策を実施した箇所数 ― 8箇所

（2）強靭化に対する指標

強靱化の進捗管理を行うための各リスクシナリオに応じた評価指標は、府中町第５次

総合計画に掲げられている施策から抽出した。



施策項目 指標 現状値 目標値

非常用物資の備蓄の推進 ― 90.9%

現行版P98（２）施策に対する指標ページを記載

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる
物資・エネルギー供給の停止

scenario

CHO4

脆
弱
性
の
評
価
と
リ
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ク
方
策

施策項目 指標 現状値 目標値

非常用物資の備蓄の推進 ― 90.9%

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生
scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

関の連携体制の整備

― 600回

― 3台

消防職員の技能向上 ― 250回

2-3
自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動
等の絶対的不足

scenario

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

施策項目 指標 現状値 目標値

非常用物資の備蓄の推進 － 90.9％

scenario
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救助・救急、医療活動が
迅速に行われるとともに、

被災者等の健康・避難生活環境を
確実に確保することにより、
関連死を最大限防ぐ

O2

指標 現状値 目標値

備蓄品の計画数量に対する充足率 ― 90.9%

各種広報活動の実施回数 ― 600回

消防自動車等購入事業更新車両等台数 ― 3台

消防隊員の訓練回数 ― 250回

防災士と連携して実施する活動回数 ― 25回

防災講座等の実施回数 ― 175回

拡幅整備を行った町道の延長 ― 1,230ｍ

社会教育施設の整備件数 － 9件



現行版P98（２）施策に対する指標ページを記載

2-5
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート
の途絶、エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

施策項目 指標 現状値 目標値

緊急輸送網の確保

●● ●●

●● ●●

scenario

2-6 自然災害と疫病・感染症等との複合災害の発生

施策項目 指標 現状値 目標値

－ － － －

scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

災害に強いインフラ整備

●● ●●

●● ●●

●● ●●

4-2
幹線が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止に
よる物流・人流への甚大な影響

施策項目 指標 現状値 目標値

― ―

4-3 食料等の安定供給の停滞
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必要不可欠な行政機能を確保するO3

経済活動を機能不全に陥らせないO4

指標 現状値 目標値

通信体制強化事業進捗率 ― 100%

消防救急デジタル無線の更新 ― 更新

標準化移行業務数 ― 20業務

防災士と連携して実施する活動回数 ― 25回

防災講座等の実施回数 ― 175回

公共施設の改修箇所数 ― 27箇所

指標 現状値 目標値

環境ボランティアの団体数 20団体 25団体

拡幅整備を行った町道の延長 ― 1,230ｍ

備蓄品の計画数量に対する充足率 ― 90.9%

府中の森づくり事業森林整備面積 27.0ha 62.0ha

林道施設改良事業整備進捗率 ― 100％



施策項目 指標 現状値 目標値

危機管理体制の維持・強化 ― 5人

現行版P98（２）施策に対する指標ページを記載

必要不可欠な行政機能を確保する

O3

3-1
町職員・施設等の被災及び各種情報の減失等による機能の
大幅な低下

scenario
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施策項目 指標 現状値 目標値

― ―

6-5
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が
進まず復興が大幅に遅れる事態

scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

― ―

6-6
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒
産等による町内経済等への甚大な影響

scenario

施策項目 指標 現状値 目標値

森林等の保全の取組 20団体 25団体

6-4
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊
等により復興が大幅に遅れる事態

scenario
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情報通信サービス、電力等ライフライン、
燃料供給関連施設、交通ネットワーク等
の被害を最小限に留めるとともに、早期

に復旧させる

O5

地域社会・経済が迅速かつ
従前より強靭な姿で復興できる条件

を整備する

O6

指標 現状値 目標値

通信体制強化事業進捗率 ― 100%

消防救急デジタル無線の更新 ― 更新

防災士と連携して実施する活動回数 ― 25回

防災講座等の実施回数 ― 175回

温室効果ガス排出量削減率 22.6％ 46.0％

拡幅整備を行った町道の延長 ― 1,230ｍ

浸水被害対象家屋数 0戸 ０戸を維持

交通結節点におけるつばきバス乗降者数 50，000人 62，000人

公共施設の改修箇所数 ― 27箇所

指標 現状値 目標値

歴史・文化財に関する啓発活動回数 23回 33回

廃棄物適正処理推進事業リサイクル率 16.3％ 23.3％

防災士と連携して実施する活動回数 ― 25回

防災講座等の実施回数 ― 175回

SNS の合計登録者数 11，224人 13，600人



重点化する施策

4-2

（1）重点化の考え方

現行版P102 重点化する施策ページを記載

大規模自然災害の発生に備えた防災・減災に係る施策を、限られた資源で効率的・

効果的に推進していくためには、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」が

回避されなかった場合の影響の大きさや重要性等を考慮したうえで、施策の重点化

を図ることが必要である。国土強靱化地域計画の策定に関する国の指針においては、

「地域特性を踏まえつつ重点化を行うことが重要」とされている。

当町では、南海トラフ巨大地震（マグニチュード9.0、当町での最大震度6弱）または、

府中町直下地震（マグニチュード6.9、最大震度6強）が発生した場合、これまでに経

験したことないような広範囲にわたる甚大な被害が想定されている。また、当町には土

砂災害警戒区域等が多数あり、地震による揺れや豪雨時において広範囲な被害の発

生も予測される。

以上のことから、本計画では、国の基本計画や広島県強靱化地域計画を踏まえ、回

避を優先する事態を「人命保護に直接関わる事態」、「行政機能の大幅な低下につ

ながる事態」とし、これに関する施策を重点化の対象とする。また、令和7年度までの

施策の進捗状況を踏まえ、「著しく進捗が遅れている事業」についても重点化の対象

とする。
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現行版P102 重点化する施策ページを記載

（2）重点化施策

重点化に対する考え方を踏まえ、リスクシナリオの内、表-4.2.1に示す10項目を重

点化の対象とし、重点化したリスクシナリオを回避するために必要な施策を推進してい

く。

O1 直接死を最大限防ぐ

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における大規模火災
による多数の死傷者の発生

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

O2 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活
環境を確実に確保する

2-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における大規模火災
による多数の死傷者の発生

2-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

2-5
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供
給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

2-7 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

O3 必要不可欠な行政機能を確保する

3-1 町職員・施設等の被災及び各種情報の減失等による機能の大幅な低下

CHO4

脆
弱
性
の
評
価
と
リ
ス
ク
方
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O5 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク
等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

表4-2.1 重点化施策一覧
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計画の推進体制
本計画の推進にあたっては、第4章で施策ごとに整理した関係部門を中心に、全庁

横断的な体制の下で推進していく。加えて、広島県や関係機関とも相互調整を図り推

進していくものとする。

5-1

第五章

計画の推進

計画の推進と進捗管理
本計画の推進及び進捗管理にあたっては、施策ごとの進捗状況や指標の達成率、

社会状況の変化を踏まえ、施策の実施計画の立案（計画：Plan）、計画の実施（実

行：Do）、進捗状況把握及び効果の評価（評価：Check）、評価結果による計画の見

直し（改善：Act）に基づき、着実に推進していくことが重要である。

したがって、毎年度、施策ごとの取組内容及び指標の現状を把握し、今後の効果的

な推進につなげるものとする。

5-2

図5-2.1 PDCAサイクルに基づく計画の運用

計画の見直し
本計画は、今後の社会情勢の変化、災害の発生状況、国及び広島県の強靭化施策

の取組状況、当町の総合計画の見直しなどを考慮し、必要に応じて見直しを行う。

また、本計画は、各種部門計画における強靭化に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するための指針として位置付けていることから、地域防災計画をはじめとする、

各種部門計画の見直し時には、本計画との整合性を図るものとする。

5-3
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※用語のページ数は該当用語が最初に記載されるページです

か⾏
◎河川護岸（P17）
河川の流れによって発生する浸食から、
河岸を保護するために設ける構造物。

◎緊急輸送道路（P24）
阪神・淡路大震災を教訓とし、地震直後
から発生する緊急輸送を円滑かつ確実
に実施することを目的として、各都道府
県において策定された『緊急輸送道路
ネットワーク計画』のなかで設定された
路線で、役割に応じ、１次から３次までが
設定されている。

◎減災（P1）
災害時、被害を皆無にすることは不可能
という前提に立ち、起こりうる被害を最低
限にとどめ短期化しようとする防災の取
組。

◎公益的機能（森林の多面的機能）
（P38）
生物多様性の保全、土砂災害の防止、
水源のかん養、保健休養の場の提供な
ど、人々の暮らしに有益な影響を及ぼす
森林の機能。

◎国土強靱化（P1）
「国土強靱化基本計画」における国土
強靱化とは、事前防災及び減災その他
迅速な復旧復興並びに国際競争力の向
上に資する国民生活及び国民経済に甚
大な影響を及ぼすおそれがある大規模
自然災害等に備えた国土の全域にわた
る強靭な国づくりのこと。

◎個別計画（P27）
避難行動要支援者ごとに、災害発生時
に避難支援をする者、避難方法、避難経
路、避難場所、避難支援を行う上での留
意点等を事前に定めたもの。

さ⾏
◎サプライチェーン（P21）
原材料の調達から生産・販売・物流を経
て最終需要者に至る製品・サービス提供
のために行われるビジネス諸活動の一
連の流れ。

◎山地災害危険地区（P28）
山地に起因する土砂災害（山腹の崩壊、
地すべり、崩壊土砂の流出）により、公共
施設又は人家等に直接被害を与えるお
それのある地区。

◎自主防災組織（P17）
地域住民が自主的に連携して、平常時
には防災訓練や広報活動、災害時には
初期消火、救出救護、避難誘導、避難所
への給水給食活動などの防災活動を行
う組織。

◎消防団（P17）
消防署と共に火災や災害への対応、予
防啓発活動等を行う、消防組織法に基
づいた消防組織。

◎浸水時緊急退避協力施設（P26）
洪水などの際に、町が開設する避難場
所などへの避難の途中で浸水危険にさ
らされた場合に、町民等が緊急一時的
に退避するための施設。浸水が予想され
る地域を中心に、所有者などの協力が
得られた施設を指定している。

◎総合行政通信網（P39）
県庁と地方機関庁舎とを地上系多重回
線で結ぶとともに、県庁と市町・消防庁
舎とを衛星系回線で結ぶ通信網。行政
の各分野で多角的に活用できる総合
ネットワークとして整備されている。
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た⾏
◎大規模盛土造成地（P28）
谷や沢を埋めた盛土造成地のうち、盛土
の面積が 3,000 ㎡以上のもの又は傾
斜地盤上に盛土した造成地のうち、盛土
する前の地盤面の水平面に対する角度
が 20 度以上、かつ盛土の高さが５ｍ以
上のもの。

◎耐震化率（P24）
すべての建築物のうち、大地震に対し新
耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日以降
の耐震基準）と同程度の耐震性能を持
つ建築物の割合。

◎多重型道路ネットワーク（P25）
大規模災害等により道路が寸断された
場合でも社会・経済活動への影響を最
小限にとどめるよう代替経路の確保を目
的とした道路ネットワーク。

◎土砂災害警戒区域（P7）
土砂災害防止法に基づき、都道府県が
土砂災害により被害を受けるおそれのあ
る場所の地形や地質、土地の利用状況
などを調査（基礎調査）して、都道府県
知事が市町村長の意見を聞いたうえで
指定する、土砂災害のおそれがある区域。
指定されると、市町村は地域防災計画に
おいて、警戒区域ごとに警戒避難体制に
関する事項を定めることとされている。

は⾏
◎ハザードマップ（P26）
地域や都市の状況に合わせ、危険情報
を公開・掲載した被害予測図。土砂災害
や浸水の危険区域、地震時の避難場所、
避難経路などを記載する。

◎ＢＣＰ（P33）
ＢＣＰ（Business Continuity Plan）は、
企業においては事業継続計画、行政組
織においては業務継続計画と呼ばれる。
これは、組織が自然災害などの緊急事
態の発生により、組織自らも被災し、利
用できる資源に制約がある状況下で
あっても、中核となる事業の継続あるい
は重要業務の早期着手・復旧を可能と
するため、優先的に実施すべき業務を特
定するとともに、業務の執行体制や対応
手順、継続に必要な資源の確保等をあ
らかじめ定める計画のこと。

◎広島県災害時公衆衛生チーム
（P35）
県内外の災害発生時に、被災者に対し
て、迅速かつ適切な公衆衛生の支援を
行うためのチーム。現地ニーズ調査等を
行う「調査班」、必要な医療を提供する
「医療班」、心のケアや衛生管理等を担
う「保健衛生班」から成り、被災者の多
様で長期にわたる医療・健康ニーズに
幅広く対応する。

◎避難行動要支援者（P17）
高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策
において特に配慮を要する者（要配慮
者）のうち、災害が発生し、又は災害が
発生するおそれがある場合に自ら避難
することが困難な者で、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため特に支援を
要する者。

◎防災拠点（P24）
地震等による大規模な災害が発生した
場合に、被災地において、救援、救護等
の災害応急復旧活動の拠点となる施設。
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は⾏ （つづき）
◎防災情報システム（P39）
気象情報や災害発生時の被害情報を
防災関係機関と共有化し、応急対策に
活用するためのシステムで、県民にも被
害防止や軽減のための情報をホーム
ページで提供している。

◎防災・安全安心情報メールサービス
（P39）
防災情報や緊急情報など防災無線放送
（町内放送）の内容や、防災気象情報、
防犯情報などを携帯電話やパソコンな
どにメールで配信するサービス。

や⾏
◎要配慮者（P27）
高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策
において特に配慮を要する者。

ら⾏
◎ライフサイクルコスト（P24）
公共土木施設において、調査、計画から
設計、建設、運用、維持管理、更新、廃棄
までの一連の過程を生涯と捉えてライフ
サイクルと呼び、この期間で必要なすべ
ての費用をライフサイクルコスト（LCC）
という。一般には、LCC＝初期建設費用
（イニシャルコスト）＋維持管理・更新（廃
棄）費用（ランニングコスト）で表される。

◎リスクコミュニケーション（P22）
あるリスクについて、関係する当事者全
員が情報を共有し、意見や情報の交換
を通じて意思の疎通と相互理解を図るこ
と。

◎老朽空き家（P24）
不適正管理空き家のうち、そのまま放置
すれば倒壊等著しく保安上危険又は衛
生上有害となるおそれのある空き家。
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